
Kobe University Repository : Kernel

PDF issue: 2026-04-20

コモン・ローにおける信義誠実の原則の展開

(Citation)
神戸法學雜誌,55(2):229-288

(Issue Date)
2005-09

(Resource Type)
departmental bulletin paper

(Version)
Version of Record

(JaLCDOI)
https://doi.org/10.24546/81008690

(URL)
https://hdl.handle.net/20.500.14094/81008690

舩越, 優子



コモン・ローにおける信義誠実の原則の展開229 

神
戸
法
学
雑
誌

第
五
五
巻
第
二
号

二
O
O
五
年
九
月

コ
モ
ン

ロ
ー
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
の
展
開

は
じ
め
に

国
際
的
な
法
統
一
に
お
け
る
信
義
則

国
際
物
品
売
買
に
関
す
る
国
連
条
約
(
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
)

2 

国
際
商
事
契
約
原
則
(
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
契
約
原
則
)

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則

コ
モ
ン
・
ロ

l
に
お
け
る
信
義
則
の
展
開

イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
信
義
則
の
展
開
と
終
罵

イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
前
史

3 

(
l
)
 

(2) 

2 

イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
信
義
則
の
登
場

イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
信
義
則
の
衰
退

ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
信
義
則
の
展
開

(3) 

(
l
)
 

契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則

五公

越

優

子



230 

(
2
)
 

3 

U
C
C
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則

判
例
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則

信
義
誠
実
の
内
容
と
判
断
基
準

(3) 

(
1
)
 

公
正
・
合
理
性
に
基
づ
く
客
観
基
準

(
2
)
 

排
除
の
た
め
の
概
念
(
冊
目

-E主
と
し
て
の
信
義
誠
実

逸
失
機
会
(
皆
お
。
ロ
。
。
宅
。
ロ

S
S
)

55巻2号

(
3
)
 

四

お
わ
り
に

=ム
sjD 雑

は
じ
め
に

学法

信
義
誠
実
の
概
念
あ
る
い
は
信
義
則
は
、
近
時
の
国
際
的
な
統
一
法
や
モ
デ
ル
法
を
通
じ
て
の
法
の
調
和
を
目
的
と
す
る
動
き
の
中

で
、
議
論
の
焦
点
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
我
が
国
に
お
い
て
も
一
般
条
項
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
信
義
則
は
、
そ
う
し
た

戸神

意
味
で
は
、
比
較
法
的
に
も
一
定
の
普
遍
性
を
有
す
る
も
の
と
の
印
象
を
与
え
る
。

日
本
民
法
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
は
、
昭
和
二
二
年
の
民
法
改
正
に
よ
っ
て
、
そ
の
冒
頭
第
一
条
第
二
項
に
規
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
、
判
例
・
学
説
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
確
立
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
刻
。
す
な
わ
ち
、
大
正
九
年
の
大
審
院
判
慌
が
す

で
に
「
信
義
ノ
原
則
」
を
明
言
し
て
お
り
、
学
説
で
も
古
く
か
ら
ド
イ
ツ
に
お
け
る
一
般
条
項
論
の
展
開
の
影
響
を
受
け
て
、
信
義
則

の
活
用
が
主
張
さ
れ
て
い
お
o

こ
う
し
た
信
義
則
は
、
判
例
で
は
当
初
、
債
務
の
履
行
の
提
供
や
方
法
、
債
務
の
消
滅
や
発
生
に
か
か

わ
る
事
案
に
限
っ
て
適
用
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
適
用
領
域
が
拡
大
さ
れ
、
現
在
で
は
、
広
い
範
囲
で
柔
軟
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。



さ
ら
に
信
義
則
は
、
民
法
の
他
分
野
は
い
う
に
及
ば
ず
、
広
く
、
私
法
、
さ
ら
に
は
訴
訟
法
を
通
じ
て
、
法
の
一
般
的
な
原
則
で
あ
る

と
さ
れ
る
。

信
義
や
誠
実
と
い
っ
た
倫
理
的
な
意
味
を
持
つ
観
念
が
、
法
的
に
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
古
く
は
ロ

l
マ
法
に
お
け
る

コモン・ローにおける信義誠実の原則の展開

善
意
訴
訟
(
白
色

8
2
σ
S
8
2
2
)
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
、
債
権
関
係
(
。
乞
応
住
。
)
と
訴
権
(
白
色
。
)

は
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
信
義
誠
実

(
σ
S
E
E
g
)
は
共
和
制
後
期
に
厳
格
訴
訟
(
宮
舎
5

2ユ
ロ
江
古
江
田
)
に
対
す
る
誠
意
訴
訟

(El

全
己
申

Z
5
0
2
2
)
の
実
体
部
分
と
し
て
訴
訟
法
制
の
な
か
に
確
立
さ
れ
、
厳
格
法
を
緩
和
す
る
機
能
を
有
し
て
い
た
。
当
初
契
約

上
の
信
義
誠
実
は
、
同
一
の
氏
族
も
し
く
は
家
族
に
属
す
る
者
の
間
等
、
特
別
な
関
係
を
有
す
る
場
合
だ
け
に
そ
の
意
義
を
有
し
て
い

た
の
が
、
商
取
引
の
発
達
と
と
も
に
、
信
義
は
狭
い
範
囲
の
者
に
だ
け
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
広
い
範
囲
で
商
取
引
に
関
係
す
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る
者
の
聞
に
お
い
て
も
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
商
業
の
発
達
に
よ
り
ロ

l
マ
市
民
法
が
他
民
族
の
法
と
接

触
し
た
結
果
、
取
引
安
全
の
要
請
か
ら
ロ

l
マ
的
な
厳
格
な
形
式
主
義
は
維
持
で
き
な
く
な
り
、
非
要
式
行
為
が
次
第
に
法
生
活
上
重

要
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
争
い
が
生
じ
た
場
合
、
法
の
規
定
で
は
な
く
、
信
義
誠
実
に
か
な
っ
て
い
る
か
否
か
だ
け
が
判

定
の
材
料
と
な
り
、
当
事
者
の
個
別
的
な
意
思
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
信
義
誠
実
は
、
当
事
者
だ
け
で
な
く
、
審
判
人
の
指

針
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
「
信
義
誠
実
に
し
た
が
い

(
Z
E
O
ぎ
E)
与
え
為
す
こ
と
を
要
す
る
も
の
」
と
い
う
文
言
が
付
さ
れ
た
方

式
書
が
審
判
人
に
よ
っ
て
判
決
さ
れ
る
訴
訟
で
あ
る
誠
意
訴
訟
、
そ
し
て
こ
の
訴
権
を
有
す
る
契
約
で
あ
る
誠
意
契
約
(
ロ

8
5
2
5

σ
。
E
O
E
a
)
が
確
立
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
誠
意
訴
訟
に
お
け
る
信
義
誠
実
は
、
審
判
人
の
権
限
、
裁
量
の
範
囲
を
拡
大
す
る
意
味
が
あ
っ
た
が
、
信
義
誠
実
自
体

は
、
本
来
当
事
者
に
、
契
約
上
の
信
義
、
契
約
の
誠
実
な
履
行
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
信
義
則
は
、
誠
意

訴
訟
に
お
け
る
本
体
的
基
準
と
い
う
面
、
す
な
わ
ち
裁
判
規
範
的
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
本
質
的
に
は
当
事
者
の
行
為
規
範
で

あ
り
、
そ
れ
が
訴
訟
制
度
に
組
み
込
ま
れ
た
と
考
え
う
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
ロ

1
マ
法
で
は
、
行
為
規
範
と
し
て
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の
信
義
則
が
そ
の
範
囲
で
、
同
一
内
容
を
そ
な
え
た
裁
判
規
範
で
も
あ
る
と
い
う
信
義
則
の
基
本
的
形
態
に
あ
り
、
法
修
正
な
い
し
法

創
造
を
行
う
と
い
う
立
法
者
的
機
能
は
顧
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
つ
て
、
今
日
の
よ
う
な
信
義
則
と
も
異
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
れ
。

こ
う
し
た
歴
史
的
背
景
を
有
す
る
信
義
則
は
、
日
本
の
信
義
則
の
発
展
に
直
接
の
影
響
を
与
え
た
ド
イ
ツ
だ
け
で
な
く
、
ス
イ
ス
や

フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
等
、
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
受
け
た
大
陸
法
系
の
諸
国
に
お
い
て
は
、
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
国
際
的
な
法
統
一
を
め
ざ
す
潮
流
の
な
か
で
、
信
義
則
が
議
論
の
焦
点
の
ひ
と
つ
と
な
っ

た
理
由
は
、
大
陸
法
系
の
諸
国
に
お
い
て
は
共
通
し
て
信
義
則
が
重
要
な
一
般
条
項
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
具
体
的
内
容
や
解
釈
、
適
用
が
各
国
に
お
い
て
異
な
る
こ
と
、
信
義
誠
実
の
概
念
が
あ
ま
り
に
も
不
確
定
で
あ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、

イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
英
米
法
(
コ
モ
ン
・
ロ

l
)
の
諸
国
で
は
、
ア
メ
リ
カ
を
除
い
て
、
信
義
則
と
い
う
一
般
原
則
の
存
在
自

体
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
比
較
法
的
に
一
定
の
普
遍
性
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
信
義
則
も
、
同
時
に
多
面

性
、
多
義
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
体
系
の
な
か
で
、
信
義
則
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
な
位
置

を
占
め
て
き
た
か
を
探
る
こ
と
は
単
に
基
礎
的
な
研
究
に
と
ど
ま
ら
な
い
実
践
的
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
契
約
自
由
を
中
心
と
す
る
古
典
的
な
契
約
法
理
で
対
処
で
き
な
い
問
題
に
対
し
て
柔
軟
な
解
決
を
与

え
、
積
極
的
に
公
正
や
正
義
を
実
現
す
る
た
め
に
信
義
則
を
活
用
し
、
信
義
則
を
め
ぐ
る
あ
ら
た
な
契
約
法
の
流
れ
を
、
内
在
的
規
範

の
実
定
契
約
法
へ
の
吸
い
上
げ
と
理
解
し
て
、
そ
の
よ
う
な
契
約
規
範
を
中
核
と
す
る
あ
ら
た
な
契
約
法
を
構
築
す
る
こ
と
が
提
案
さ

れ
て
い
れ
。
我
が
国
の
信
義
則
は
、
今
日
的
な
契
約
法
を
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
、
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
同

時
に
、
世
界
的
な
法
秩
序
形
成
の
流
れ
の
な
か
で
、
変
容
を
迫
ら
れ
、
調
整
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で

も
、
他
の
法
制
度
に
お
け
る
信
義
則
を
め
ぐ
る
議
論
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
重
要
な
手
が
か
り
を
提
供
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
基
本
的
な
視
点
に
立
っ
た
う
え
で
、
統
一
法
や
モ
デ
ル
法
に
お
け
る
信
義
則
の
意
味
や
内
容
を
概
観
し

(
二
)
、
従
来
、
我
が
国
に
お
い
て
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
に
お
け
る
信
義
則
に
つ
い
て
、
特

55巻2号誌書量
戸4
寸司法戸神



に
そ
の
歴
史
的
展
開
に
焦
点
を
当
て
て
分
析
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
( 

一一) 。

国
際
的
な
法
統
一
に
お
け
る
信
義
則

コモン・ローにおける信義誠実の原則の展開

近
年
、
国
際
的
な
通
商
の
拡
大
、
市
場
の
地
球
規
模
化
、
ま
た

E
U統
合
に
伴
っ
て
、
国
際
取
引
に
お
け
る
法
の
統
一
を
図
る
た
め
、

様
々
な
取
組
が
行
わ
れ
て
い
る
。
信
義
誠
実
の
原
則
は
、
そ
の
よ
う
な
取
組
み
の
中
で
議
論
の
焦
点
と
な
っ
た
項
目
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
研
究
の
出
発
点
と
し
て
、
最
近
の
条
約
な
ら
び
に
統
一
法
、
国
際
的
な
モ
デ
ル
法
に
お
い
て
信
義
則
が
ど
の
よ
う
に
規

定
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
。

国
際
物
品
売
買
に
関
す
る
国
連
条
約
(
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
艇
)

一
九
人
O
年
に
国
連
で
採
択
さ
れ
た
「
国
際
物
品
売
買
に
関
す
る
国
連
条
約
」

(
C
5
a
z注
。

5
9雪
g
t
s
s
P
E
5
2
言

寄

の
目
。
)
は
、
国
連
国
際
商
取
引
法
委
員
会
(
白
昼

a
z住
吉
田

Q
呂
田
仲
間
包

S
S
E
O
B色
。
E
-
d包
m

E
o白
色
。

s-r-n
色
。
。
。
俊
一

門担当一

czn司
列
〉
戸
)
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
も
の
で
、
自
律
的
な
売
買
契
約
法
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
包
括
的
な
統
一
実
質
法
と
し

て
、
世
界
的
統
一
法
の
歴
史
上
最
大
規
模
の
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

c
I
S
G
は
、
第
七
条
、
条
約
の
解
釈
原
則
、
規
定
欠
棋
の

場
合
の
処
理
に
関
す
る
第
七
条
に
お
い
て
、
「
こ
の
条
約
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
国
際
的
性
格
並
び
に
そ
の
適
用
に
お
け
る
統

一
お
よ
び
国
際
取
引
に
お
け
る
信
義
の
遵
守
を
促
進
す
る
必
要
性
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
」
と
定
め
討
。
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c
I
S
G
の
前
身
で
あ
る
一
九
六
四
年
の
「
国
際
物
品
売
買
契
約
の
成
立
に
関
す
る
統
一
法
」
(
C昆

P
S
F
Z
百
円
宮

3
5住
吉

。時《

U
S
E
S
F円
円

F
O
E
S
g
a
g己
∞
色
。
。
問
。
。
。
仏
国
一
口
口
H

)

お
い
て
は
、
第
五
条
第
二
項
で
申
し
込
み
の
撤
回
に
関
し
て
信
義
誠
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実
の
原
則
の
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、

c
I
S
G
に
お
い
て
は
、
信
義
誠
実
の
原
則
は
本
条
約
の
解
釈
に
の
み
適
用
が
限
定
さ
れ
、

の
成
立
や
履
行
に
お
け
る
当
事
者
の
行
為
や
意
思
解
釈
に
は
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
、

U
N
C
I
T
R
A
L作

業
部
会
で
は
、
信
義
誠
実
原
則
が
当
事
者
の
行
為
に
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
一
般
化
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
が
検
討
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

漠
然
と
し
た
原
則
の
解
釈
、
適
用
は
区
々
に
分
か
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
国
内
法
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
に
関
す
る
理
解
が
異
な
る
こ
と
、

制
裁
措
置
が
な
い
こ
と
な
ど
の
懸
念
が
示
さ
れ
て
お
り
、
結
局
二
九
七
八
年
の
草
案
準
備
の
最
終
段
階
で
委
員
会
は
妥
協
案
を
採
り
、

原
則
の
拡
張
は
見
送
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
妥
協
案
に
よ
っ
て
、
履
行
に
誠
実
義
務
を
課
す
こ
と
に
対
す
る
大
陸
法
系
諸
国
か

ら
の
賛
成
意
見
と
、
コ
モ
ン
・
ロ

1
諸
国
か
ら
の
反
対
意
見
と
の
硬
直
状
態
が
解
決
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。

一
般
条
項
的
に
契
約

55巻2号~，t 雑

2 

国
際
商
事
契
約
原
則
(
ユ
ニ
ド
口
ワ
契
約
原
則
)

学

私
法
統
一
国
際
協
会

(
E
S
g
E
S巳
F
E
E
S
P円
任
。

d
R
m
s
-
s
ぇ
E
ー
〈
号
亡
者

-czBHNOHm)
が
一
九
九
四
年
に
公
表

し
た
「
国
際
商
事
契
約
原
則
」

(
E
R
H
1
g
旦
宮
お
B
邑。
E
-
Q
B
B
R江
巳
の

S
5
5
一
回
の
め
)
は
、
国
際
取
引
で
適
用
さ
れ
て
い

る
法
原
則
を
「
リ
ス
テ
イ
ト
」
す
る
目
的
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
条
約
と
し
て
法
的
拘
束
力
を
持
つ
こ
と
を
予
定
さ
れ
て
は
い

な
い
が
、
国
際
取
引
法
の
一
つ
の
規
範
と
し
て
、

c
I
S
Gを
補
完
し
、
発
展
さ
せ
た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

p
I
C
C第
一
・
七
条
第
一
項
は
、
「
各
当
事
者
は
、
国
際
取
引
に
お
け
る
信
義
誠
実
お
よ
び
公
正
取
引
の
原
則
に
則
っ
て
行
動
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
第
二
項
で
、
当
事
者
が
こ
の
義
務
を
排
除
、
制
限
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。

法戸神

さ
ら
に
交
渉
に
関
し
て
、
第
二
・
一
五
条
第
一
項
で
、
「
当
事
者
は
自
由
に
交
渉
す
る
こ
と
が
で
き
、
合
意
に
達
し
、
な
く
て
も
責
任

を
負
わ
な
い
」
と
契
約
の
自
由
を
確
認
し
た
う
え
で
、
第
二
項
に
お
い
て
、
「
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
交
渉
を
不
誠
実
に
お
こ

な
い
ま
た
は
交
渉
を
不
誠
実
に
破
棄
し
た
当
事
者
は
、
相
手
方
に
生
じ
た
損
害
に
つ
き
賠
償
の
責
任
を
負
う
」
と
し
、
第
三
項
で
、
「
特



に
、
合
意
に
到
達
し
・
な
い
意
思
を
有
し
な
が
ら
相
手
方
と
の
交
渉
を
始
め
、
ま
た
は
交
渉
を
継
続
す
る
こ
と
は
、
不
誠
実
な
も
の
と
す

る
」
と
規
定
す
る
。

そ
し
て
、
第
四
・
八
条
は
、
当
事
者
が
重
要
な
条
項
に
つ
い
て
合
意
し
て
い
な
い
場
合
に
、
適
切
な
条
項
を
補
充
す
る
に
あ
た
っ
て

コモン・ローにおける信義誠実の原則の展開

考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
素
と
し
て
、
当
事
者
の
意
思
、
契
約
の
性
質
、
合
理
性
と
と
も
に
、
信
義
誠
実
お
よ
び
公
正
取
引
を

(
却
)

あ
げ
る
。
こ
の
よ
う
に
広
範
に
認
め
ら
れ
る
信
義
誠
実
の
原
則
は
、
契
約
の
自
由
、
慣
習
の
尊
重
(
岳

g
g
a
g
E晶
2
)
、
契
約

(
辺
)

関
係
維
持

(
p
g円

g
ロ
E
口
冨
∞
)
、
不
公
正
に
対
す
る
規
制
(
ち
ロ
ロ
宙
開
品
呂
M
2
5
E
s
o
g
)
と
並
ぶ
、

p
I
C
C
の
基
本
理
念
の
ひ

(
お
)

と
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。

c
I
S
Gと
の
相
違
点
と
し
て
最
も
重
要
な
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

c
I
S
G
が
信
義
誠
実
の
原
則
の

適
用
を
当
条
約
の
解
釈
に
限
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、

p
I
C
Cが
両
当
事
者
に
対
し
て
契
約
準
備
段
階
を
も
含
め
た
契
約
期
間
中
、

常
に
信
義
誠
実
の
原
則
に
則
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
は

(
E
E
f
E
え

E
5吉
田
口
【
U
8
5
2
F曲
者
一
目
。
円
)
は
、

E
C域
内
の
契
約
法
の
統
一
に
向
け
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
委
員
会

(
Q
B
E
Z
S
S
肘ロ
5
官
g
n
o
E
g
n門
戸
田
戸
円
自
己
。
委
員
会
)
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
一
九
九
五
年

に
第
一
部
が
、
一
九
九
六
年
に
第
二
部
が
公
表
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
も
作
業
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

P
E
C
L
は
、
契
約
の
自
由
を
定
め
る
第
一
一
一
一

O
一
条
第
一
項
で
、
当
事
者
は
自
由
に
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
内
容
を
決
定
す
る

(
剖
)

こ
と
が
で
き
る
が
、
信
義
誠
実
・
公
正
取
引
の
義
務
及
び
本
原
則
の
定
め
る
強
行
規
定
に
服
す
る
も
の
と
す
る
と
し
て
い
る
ほ
か
、
本

原
則
の
解
釈
と
補
充
に
つ
い
て
、
第
一
一
一

O
六
条
第
一
項
で
、
特
に
信
義
誠
実
・
公
正
取
引
、
契
約
関
係
に
お
け
る
確
実
性
、
及
び

(
お
)

適
用
の
統
一
性
を
促
進
す
る
必
要
性
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。

3 
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さ
ら
に
本
原
則
は
、

p
I
C
C第
一
・
七
条
と
同
様
に
、
一
般
的
義
務
と
し
て
、
第
一
一
一
一

O
二
条
第
一
項
に
信
義
誠
実
・
公
正
取

(
部
)

引
に
則
っ
て
行
動
す
る
義
務
を
定
め
、
第
二
項
で
、
当
事
者
が
こ
の
義
務
を
排
除
ま
た
は
制
限
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
ま
た
交
渉

に
関
し
て
も
、
第
一
一
一
一
一
一

O
二
条
に
お
い
て
、

p
I
C
C第
二
・
一
五
条
と
同
様
の
規
定
、
す
な
わ
ち
、
信
義
誠
実
・
公
正
取
引
に
反

し
て
交
渉
を
行
い
、
ま
た
は
交
渉
を
打
ち
切
っ
た
当
事
者
は
、
相
手
方
に
生
じ
た
損
害
に
対
し
て
責
任
を
負
う
と
す
る
規
定
を
置
い
て

(
幻
)

い
る
。

55巻2号

こ
の
よ
う
に

P
I
C
Cと
P
E
C
L
は
信
義
誠
実
の
原
則
に
関
し
て
非
常
に
よ
く
似
た
規
定
を
持
つ
が
、
異
な
る
の
は
、

P
I
C
C

(
盟
)

の
適
用
が
、
「
国
際
」
「
商
事
」
契
約
に
限
定
さ
れ
る
の
に
対
し
、

P
E
C
L
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
に
お
け
る
契
約
法
の
一
般
的
規

(
四
)

範
と
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

P
E
C
L
は
、
囲
内
の
契
約
や
、
商
人
と
消
費
者
聞
の
契
約

誌

な
ど
を
含
む
す
べ
て
の
類
型
の
契
約
を
適
用
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
内
に
お
い
て
は
、
は
る
か
に
幅
広
く

雑

一
般
的
な
機
能
を
果
た
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

学法戸

コ
モ
ン
・
口
!
に
お
け
る
信
義
則
の
展
開

神

ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
強
く
受
け
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
で
は
、
信
義
則
は
重
要
な
一
般
条
項
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
ロ
ー

マ
法
の
影
響
が
比
較
的
少
な
く
、
基
本
的
に
ゲ
ル
マ
ン
法
に
由
来
す
る
伝
統
的
な
法
体
制
を
維
持
し
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
や
、
そ
の
法
を

継
受
し
た
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
の
英
米
法
系
に
属
す
る
国
々
に
お
い
て
は
、
信
義
則
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を

も
つ
の
だ
ろ
う
か
。



イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
信
義
則
の
展
開
と
終
藷

(1) 

イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
前
史

コモン・ローにおける信義誠実の原則の展開

ロ
ン
ド
ン
大
学
の
ロ

l
マ
法
教
授
就
任
講
義
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
初
期

の
歴
史
的
展
開
を
述
べ
た
う
え
で
、
「
イ
ギ
リ
ス
法
に
は
、
契
約
当
事
者
に
課
さ
れ
る
信
義
誠
実
の
優
越
的
な
一
般
的
積
極
的
義
務

(
却
)

(
。
忘
豆
島
田
開

m
E
n
s
-
H
v
g
E
S
E
Q
え
問
。
。

ι
E
P
)
は
存
在
し
な
い
」
と
結
論
し
て
い
る
。

ま
ず
、
初
期
の
大
法
官
達
は
、
カ
ノ
ン
法
に
精
通
し
た
聖
職
者
で
あ
っ
た
の
で
、
大
法
官
裁
判
所
で
適
用
さ
れ
る
基
本
的
原
則
は
、

教
会
裁
判
所

(
O
R
W∞
S
E
E
-
g
c巳
)
で
用
い
ら
れ
る
カ
ノ
ン
法
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
中
世
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
裁

判
所
の
管
轄
権
は
、
契
約
に
関
し
て
非
常
に
限
ら
れ
て
お
り
、
単
純
契
約
(
氏
自
立
0
8ロ
S
F
-
M
R
o
-
S
E
5
2
)
の
違
反
に
対
す
る
一

般
的
救
済
手
段
が
な
か
っ
た
。
一
方
、
教
会
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
な
契
約
違
反
に
対
す
る
救
済
を
認
め
る
の
に
積
極
的
で
あ
っ
た
の

で
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
裁
判
所
は
、
教
会
裁
判
所
へ
救
済
を
求
め
る
こ
と
を
禁
じ
る
令
状
を
繰
り
返
し
発
行
し
て
い
た
。

一
三
世
紀
に
は
、
商
業
の
発
達
、
と
り
わ
け
外
国
貿
易
の
発
達
に
よ
り
、
契
約
違
反
に
対
す
る
一
般
的
救
済
が
必

一
九
五
五
年
、

gd弔
問
ロ
は
、

し
か
し
な
が
ら
、

要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
そ
の
必
要
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
た
た
め
、

つ
い
に
コ
モ
ン
・
ロ

l
裁
判

一
六
世
紀
に
は
い
っ
て
、

(
明
記
)

所
は
、
引
受
訴
訟

(
g
g
g宮
ぽ
)
に
よ
る
救
済
を
考
案
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
っ
た
。

コ
モ
ン
・
ロ

1
裁
判
所
が
引
受
訴
訟
に
よ
る
救
済
を
認
め
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
問
、
多
く
の
人
々
は
、
契
約
の
相
手
方
が
契
約
を
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履
行
す
る
よ
う
求
め
て
、
国
王
に
対
し
て
請
願
を
提
出
し
て
い
た
。
そ
の
際
、
請
願
者
は
、
債
務
者
が
「
信
義
と
良
心
に
反
し
て
(
同
盟
5
2

m
c
a
E忌
自
門

H
S
E
n
-
2
8
)
行
動
し
た
と
訴
え
、
ま
た
債
務
者
が
「
信
義
と
良
心
が
要
求
す
る
こ
と
(
名
目
星
問
。
邑

E
昏
自
色

nS1

5
2
8
5宮
5
)
」
を
行
う
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
よ
う
に
と
訴
え
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
一
五
世
紀
に
は
、
こ
の
「
信
義
と
良
心
」
と

い
う
き
早
業
は
、
お
そ
ら
く
大
法
官
か
ら
救
済
を
得
る
の
に
不
可
欠
で
あ
り
、
大
法
官
は
請
願
書
を
処
理
す
る
際
に
は
、
信
義
誠
実
と
良

{
お
)

心
、
と
り
わ
け
良
心
の
義
務
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
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コ
モ
ン
・
ロ

l
裁
判
所
が
、
引
受
訴
訟
を
契
約
違
反
に
対
す
る
一
般
的
救
済
手
段
と
し
て
発
展

コ
モ
ン
・
ロ

l
裁
判
所
が
信
義
と
良
心
に
極
め
て
強
い
関
心
を
示
し
て
い
た
か
ら
と
い
う
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
流
れ
か
ら
は
、

さ
せ
た
の
は
、

し、
。

55巻2号

コ
モ
ン
・
ロ

l
裁
判
所
が

引
受
訴
訟
と
い
う
形
で
契
約
違
反
に
対
す
る
一
般
的
救
済
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
宮
毛
色
が
あ
げ
る
の
は
、
次
の
三

点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
コ
モ
ン
・
ロ
!
の
法
律
家
達
は
、
と
り
わ
け
商
業
の
活
発
な
時
期
に
お
い
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
手
数
料
を
失

う
可
能
性
を
懸
念
し
て
い
た
こ
と
、
②
彼
ら
は
、
国
王
の
専
制
的
権
力
に
対
抗
す
る
議
会
の
側
に
つ
い
て
い
た
の
で
、
王
権
の
一
部
で

あ
る
大
法
官
裁
判
所
の
権
力
が
増
す
こ
と
を
警
戒
し
て
い
た
こ
と
、
③
非
常
に
必
要
度
の
高
い
救
済
に
対
し
て
、
そ
れ
ま
で
十
分
に
対

(
担
)

処
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
ら
の
職
業
上
の
プ
ラ
イ
ド
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
、
で
あ
る
。

(
沼
)

コ
モ
ン
・
ロ

l
裁
判
所
の
契
約
違
反
に
対
す
る
救
済
は
、
約
束
の
失
当
な
履
行

(BEmasg)
と
い
う
構
成
か
ら
始
ま
っ
て
、
そ

し
か
し
な
が
ら
、
宮
毛
色
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
歴
史
的
に
見
て
正
確
で
は
な
い
と
い
う
。
む
し
ろ
、

誌車住学

れ
か
ら
約
束
の
不
履
行

(
E
E
B
B
唱え。
B)
も
訴
訟
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
至
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
過
程
は
、
極
め
て
苦

心
の
跡
が
見
え
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
最
終
的
な
結
果
は
、
専
制
君
主
的
な
作
用
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
過
程
に
お
い
て
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
裁
判
所
が
、
原
告
の
訴
訟
原
因
の
理
由
と
し
て
、
被
告
の

信
義
の
欠
如
を
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
仮
に
コ
モ
ン
・
ロ
!
裁
判
所
が
、
(
信
義
則
の
よ
う
な
)
都
合
よ
く
役
に
立
つ
産
婆
に
助

け
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
(
契
約
違
反
に
対
す
る
救
済
を
生
み
出
す
ま
で
の
)
懐
胎
期
間
は
奇
跡
的
に
短
縮
さ
れ
て
い
た

{
担
)

で
あ
ろ
う
、
と
ぎ
宅
問
ロ
は
い
う
。

法戸神

コ
モ
ン
・
ロ

l
裁
判
所
が
引
受
訴
訟
と
い
う
方
式
で
契
約
違
反
の
救
済
を
図
っ
た
の
は
、
信
義
・
良

心
を
重
視
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
人
々
が
コ
モ
ン
・
ロ

i
裁
判
所
で
は
得
ら
れ
な
い
救
済
を
求
め
て
大
法
官
裁
判
所
へ
訴
え
る
の
を
、

つ
ま
り
、
宮
項
目
ロ
に
よ
れ
ば
、

コ
モ
ン
・
ロ

l
の
法
律
家
た
ち
が
、
右
に
挙
げ
ら
れ
た
よ
う
な
理
由
で
憂
慮
し
た
た
め
で
あ
り
、

コ
モ
ン
・
ロ

l
裁
判
所
が
原
告
に
救



済
を
与
え
る
に
あ
た
っ
て
、
信
義
誠
実
と
い
う
都
合
の
よ
い
有
用
な
観
念
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
最
終
的
に
引

受
訴
訟
と
い
う
救
済
方
法
が
創
出
さ
れ
る
ま
で
に
長
い
年
月
を
要
し
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
一
六
世
紀
の
段
階
で
は
、
信
義
誠
実
の
一
般
的
原
則
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
そ
の
後
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
信
義
誠
実
の
原
則
が
一
般
原
則
と
し
て
承
認
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

コモン・ローにおける信義誠実の原則の展開

(2) 

イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
信
義
則
の
登
場

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
前
イ
ギ
リ
ス
法
教
授
旨
ぞ
与
は
、
一
八
世
紀
後
半
に
は
、
契
約
法
に
お
い
て
信
義
誠
実
の
原
則
が
現
れ

(
訂
)

る
兆
候
が
あ
っ
た
と
す
る
。
一
九
世
紀
に
み
ら
れ
る
当
事
者
の
意
思
や
意
図
が
強
調
さ
れ
る
極
端
な
個
人
主
義
が
支
配
的
に
な
っ
た
の

は
、
一
八
世
紀
の
終
わ
り
の
頃
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
、
む
し
ろ
「
法
は
、
保
護
的
で
、
規
制
的
で
、
パ
タ
l
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

(
お
)

で
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
共
同
体
の
道
徳
観
念
の
最
高
の
発
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
」
。
そ
の
意
味
で
、
信
義
誠
実
の
観
念

は
、
伝
統
的
な
道
徳
に
合
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

当
時
、
共
同
体
の
関
心
の
中
心
は
財
産
権
で
あ
っ
た
た
め
、
法
は
公
正
な
交
換
(
同
呂
田
島
g
m
m
)
の
確
保
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、

当
事
者
が
な
し
た
約
束
よ
り
も
、
当
事
者
が
そ
の
取
引
で
得
る
利
益
を
重
視
し
た
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
、
王
座
裁
判
所
の
首
席
裁
判

(

国

)

(

叫

)

官
冨
自
由
民
n
E
卿
は
、
信
義
誠
実
の
原
則
を
さ
ま
ざ
ま
な
事
案
に
お
い
て
宣
言
し
、
適
用
し
て
い
た
。
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冨
自
由
民
0
5
卿
は
、
一
七
六
六
年
の
の

E
R
〈
・
図
。
各
自
判
決
に
お
い
て
、
契
約
当
事
者
は
、
取
引
の
相
手
方
当
事
者
が
知
ら
な
い
通

常
と
は
異
な
る
事
実
は
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
が
、
こ
の
判
決
は
信
義
誠
実
の
原
則
に
基
づ
い
て
お
り
、
こ
の
原
則
は
す

べ
て
の
契
約
お
よ
び
取
引
に
適
用
さ
れ
る
支
配
的
原
別
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
信
義
誠
実
の
原
則
が
イ
ギ
リ
ス
法
に
お

い
て
も
一
般
原
則
と
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
信
義
誠
実
の
原
則
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
根
付
か
な
か
っ
た
。
旨
ぞ
与
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
冨
富
島
o
E
卿
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自
身
が
支
持
し
、
発
展
を
助
け
た
経
済
自
由
主
義
の
興
盛
を
挙
げ
る
。
経
済
自
由
主
義
は
、
信
義
誠
実
の
一
般
原
則
の
よ
う
に
パ
タ
l

ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
原
則
に
は
、
致
命
傷
と
な
っ
た
と
い
う
。

(3) 

イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
信
義
則
の
衰
退

一
八
世
紀
後
半
に
始
ま
り
、

55巻2号

一
九
世
紀
を
通
じ
て
続
い
た
古
典
派
経
済
学
の
時
代
は
、

2
5
a
g
d
s『
(
買
主
を
し
て
注
意
せ
し
め

(
喧
)

よ
)
の
原
則
と
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
冨
吉
田
出
0
5
卿
の
と
っ
た
信
義
誠
実
の
原
則
は
、
一
九
世
紀
の
は
じ
め
に
は
、

2
5
a

(
岨
)

OB-M円
。
円
の
法
諺
で
表
さ
れ
る
原
則
の
確
固
た
る
適
用
の
た
め
に
拒
絶
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
〉

ε島
に
よ
れ
ば
、

E
5
S
O
B宮
。
『
の
原

則
は
、
一
九
世
紀
の
個
人
主
義
の
極
致
で
あ
っ
て
、
当
時
の
裁
判
所
が
、
交
換
の
公
正
さ
は
当
事
者
間
の
み
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
、

(
叫
)

こ
れ
に
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
証
拠
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

誌雑

一
方
旨
々
与
は
、
多
く
の
法
制
度
が
契
約
の
履
行
や
成
立
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
一
般
原
則
を
通
常
の
要
請
と
し
て
い
る
な
か
、

イ
ギ
リ
ス
法
が
、
こ
の
原
則
に
法
的
承
認
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
と
っ
て
問
題
で
あ
り
得
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

状
況
に
よ
っ
て
は
、
信
義
誠
実
の
原
則
と
同
様
の
条
項
が
契
約
に
黙
示
さ
れ
う
る
事
例
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
信
義
誠
実
の
一
般
原
則
を

;=. 
寸ー法戸

欠
く
が
ゆ
え
、
正
義
を
実
現
す
る
た
め
に
裁
判
所
が
と
る
技
術
的
方
法
は
、
と
き
に
こ
じ
つ
け
で
あ
っ
た
り
、
ま
わ
り
く
ど
い
も
の
と

(
括
)

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

神

思
考
色
は
、
正
義
の
た
め
に
裁
判
所
が
と
っ
た
捻
じ
曲
げ
や
ご
ま
か
し
の
例
と
し
て
次
の
判
決
を
挙
げ
て
い
る
。
原
告
は
、
自
分
が

F
o
n
s
と
呼
ば
れ
る
染
髪
方
法
に
対
す
る
ア
レ
ル
ギ
ー
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
が
、
美
容
師
に
そ
の
方
法
を
施
術
さ
せ
、
結
果
、

皮
膚
炎
を
発
症
し
た
。
も
し
一
般
的
な
信
義
則
が
あ
っ
た
な
ら
、
原
告
が
自
分
の
ア
レ
ル
ギ
ー
を
開
示
し
な
か
っ
た
こ
と
は
信
義
則
違

反
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
救
済
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
な
か
っ
た
が
た
め
に
裁
判
所
は
、
原
告
敗
訴
の
正
当

事
由
を
見
つ
け
る
た
め
に
苦
慮
し
、
美
容
師
は
染
髪
方
法
が
原
告
の
目
的
に
適
合
す
る
こ
と
を
黙
示
に
保
証
し
て
い
た
の
で
、
原
告
は



そ
の
目
的
を
美
容
師
に
告
知
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
目
的
と
は
、
通
常
の
人
の
で
は
な
く
、

F
o
n
g
に
対
す
る
ア
レ
ル
ギ
ー
を
有

す
る
人
の
髪
を
染
色
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
、
原
告
は
そ
の
目
的
を
開
示
し
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
損
害
を
回
復
で
き
な
い
と
い

う
結
論
を
導
い
た
の
で
あ
る
。

コモン・ローにおける信義誠実の原則の展開

ま
た
、
誠
実
義
務
を
欠
く
た
め
に
不
衡
平
な
判
決
を
下
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
例
と
し
て
、
次
の
判
決
を
挙
げ
て
い
る
。
原
告
は
、

喫
茶
庖
用
に
タ
バ
コ
自
動
販
売
機
を
購
入
し
た
が
、
す
ぐ
に
故
障
し
て
動
か
な
く
な
っ
た
。
原
告
は
、
自
動
販
売
機
は
そ
の
目
的
に
適

合
す
る
と
い
う
売
主
の
黙
示
の
担
保
責
任
に
基
づ
い
て
、
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
が
、
原
告
は
、
購
入
の
際
、
す
べ
て
の
黙
示
的
条
件

お
よ
び
保
証
を
排
除
す
る
旨
の
規
定
を
含
む
茶
色
の
紙
に
小
さ
な
文
字
で
印
刷
さ
れ
た
契
約
書
に
、
約
款
を
読
ま
な
い
ま
ま
署
名
し
て

い
た
。
判
決
は
、
原
告
は
、
原
告
が
署
名
し
た
契
約
の
条
項
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
冨

g
m
z
g卿
は
、
「
判
決
を
遺
憾

に
思
う
が
、
私
は
法
的
準
則
に
拘
束
さ
れ
、
他
の
配
慮
に
基
づ
い
て
判
決
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
た
。
信
義
を
要
求
す
る

準
則
が
あ
っ
た
な
ら
、
印
刷
さ
れ
た
約
款
を
提
供
す
る
当
事
者
は
、
相
手
方
に
対
し
て
、
署
名
す
る
前
に
落
と
し
穴
に
注
意
を
喚
起
さ

せ
る
義
務
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と

Ez--は
指
摘
す
む
。
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こ
う
し
た
信
義
誠
実
の
一
般
原
則
の
欠
如
に
つ
い
て
、
〉

ε島
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
法
形
式
主
義

(-mm己
診

B
佐
々
)
の
一
例
と
し

て
説
明
す
る
こ
と
が
最
も
妥
当
で
あ
る
と
い
う
。
裁
判
官
は
契
約
当
事
者
が
誠
実
に
行
動
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
決
定
す
る
権
限
を
持

つ
こ
と
も
行
使
す
る
こ
と
も
好
ま
な
い
。
契
約
の
当
事
者
は
そ
の
契
約
上
の
義
務
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
裁
判
所
は
そ
の
義
務
に

つ
い
て
は
承
認
で
き
る
が
、
よ
り
広
範
な
信
義
誠
実
の
概
念
は
、
法
に
お
け
る
道
徳
的
権
利
や
衡
平
の
一
般
的
承
認
を
意
味
す
る
も
の

(
却
)

と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
厳
格
な
商
業
取
引
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
法
と
商
業
取
引
に
関
し
て
は
、
当
E
g
r
R
と

N
E旨
O
B
Bロ
は
以
下
の
よ
う
な
指
摘
を
す
る
。
者
E
E宵
R
ら
は
、
契
約

の
終
了
の
正
当
性
を
決
定
す
る
の
に
当
事
者
の
動
機
は
重
要
で
は
な
い
と
し
た
司
三
百
控
訴
院
裁
判
官
の
「
イ
ギ
リ
ス
契
約
法
に
は

(
胡
)

信
義
誠
実
の
一
般
原
則
は
な
い
。
原
告
は
、
契
約
条
項
に
違
反
し
な
い
限
り
、
望
む
と
お
り
に
行
動
す
る
自
由
が
あ
る
」
と
い
う
意
見
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を
引
用
し
た
上
で
、
契
約
上
の
権
利
の
行
使
の
有
効
性
と
当
事
者
の
動
機
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
の
極
端
な
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
な

判
例
を
挙
げ
て
い
る
。
賃
貸
人
が
、
賃
借
入
に
対
し
て
立
ち
退
き
を
要
求
す
る
権
利
を
行
使
す
る
の
に
、
そ
の
理
由
が
、
当
該
賃
借
人

が
、
賃
貸
人
と
別
の
賃
借
入
と
の
聞
の
紛
争
に
関
し
て
、
賃
貸
人
に
対
し
て
不
利
な
証
拠
を
提
出
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
控

訴
裁
判
所
は
賃
貸
人
の
権
利
の
行
使
を
認
め
た
。
賃
貸
人
の
立
ち
退
き
要
求
は
、
刑
事
的
裁
判
所
侮
辱
を
構
成
す
る
が
、
そ
れ
は
、
賃

(
田
)

貸
人
の
権
利
の
行
使
を
妨
げ
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

者
庄
は
供
向
同
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
例
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
が
信
義
誠
実
の
一
般
的
義
務
を
排
除
し
て
い
る
こ
と
と
、
お
そ
ら
く
は
権
利

概
念
自
体
へ
の
伝
統
的
に
非
常
に
リ
ベ
ラ
ル
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
反
映
す
る
、
よ
り
一
般
的
な
権
利
濫
用
理
論
の
否
定
と
の
関
係
を
示
し

て
い
る
と
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
契
約
法
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
が
、
対
等
に
取
引
を
す
る
、
抜
け
目
の
な

い
商
人
の
聞
の
、
大
規
模
な
商
業
取
引
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
こ
と
を
反
映
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

ド
イ
ツ
の
比
較
法
学
者
で
あ
る
閃
O
R
も
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
法
と
大
陸
法
で
は
、
概
念
構
造
の
違

い
だ
け
で
は
な
く
、
価
値
観
、
態
度
、
政
策
に
お
い
て
根
の
深
い
違
い
が
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
法
は
経
済
的
効
率
性
の
た
め
に
道
徳
的
無

神
経
さ
を
許
容
す
る
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
し
、
あ
る
国
の
契
約
法
の
学
理
上
の
発
展
は
、
そ
の
国
の
上
位
の
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
る

契
約
の
類
型
に
左
右
さ
れ
る
と
説
明
す
る
。
あ
る
時
期
に
貴
族
院
に
係
属
し
た
事
件
で
争
わ
れ
た
契
約
の
ほ
と
ん
ど
が
、
傭
船
契
約
、

物
品
運
送
契
約
お
よ
び
保
険
契
約
、
と
り
わ
け
海
上
保
険
契
約
で
あ
っ
た
の
対
し
、
ド
イ
ツ
の
民
事
事
件
の
最
上
級
審
で
あ
る
連
邦
通

常
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
土
地
の
売
買
契
約
や
中
古
自
動
車
売
買
契
約
か
ら
生
じ
た
事
件
、
個
人
の
非
商
業
的
な
関
係
か
ら
生
じ
た
事

件
、
お
よ
び
専
門
家
と
消
費
者
と
の
聞
の
契
約
か
ら
生
じ
た
事
件
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
上
訴
裁
判
所
に
お
け
る
同
様
の
事
件
よ
り
も
は
る

か
に
多
い
と
い
う
。
関

0
5
は
、
「
イ
ギ
リ
ス
契
約
法
が
、
商
人
の
国
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
制
度
は
農
民
の

た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
観
察
に
は
一
片
の
真
実
以
上
の
も
の
が
あ
る
、
だ
ろ
う
と
す
る
。

関
C
R
は
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
指
導
的
商
法
学
者
で
あ
る
。
。
。
号
教
授
の
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
引
用
し
て
い
る
。
「
ケ
l
ス
の
法
的

55巻2号吉士
ロ，t:.'雑

ぷん
寸 4法戸神



帰
結
の
予
見
可
能
性
は
、
絶
対
的
正
義
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
は
少
な
く
と
も
、
自
分
が
置
か
れ
た
状
況
を
知
る
こ
と

が
商
取
引
に
お
い
て
は
必
要
で
あ
り
、
最
も
望
ま
し
く
な
い
こ
と
は
、
判
決
を
予
見
不
可
能
な
も
の
に
す
る
公
正
と
い
う
暖
味
な
概
念

に
よ
っ
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
が
だ
め
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
、
そ
れ
が
、
紛
争
の
帰
結
が
時
と
し
て
あ
る
当
事
者
に
と
っ
て
酷
な
も

の
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
て
も
、
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
す
る
訴
訟
の
当
事
者
の
大
多
数
の
利
益
の
た
め
の
対
価
と
し
て
受
け
入
れ
る

(
田
)

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
」
。

コモン・ローにおける信義誠実の原則の展開

一
時
、
法
的
承
認
を
得
た
か
と
思
わ
れ
た
信
義
則
は
、
結
局
一
八
世
紀
終
わ
り
か
ら
衰

退
し
、
現
在
に
至
る
ま
で
一
般
的
法
原
則
と
し
て
確
立
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
イ
ギ

リ
ス
に
お
い
て
商
業
取
引
が
発
展
し
、
そ
の
紛
争
の
処
理
に
は
予
見
可
能
性
が
重
視
さ
れ
た
た
め
信
義
誠
実
と
い
う
不
確
定
な
概
念
を

法
原
則
と
し
て
適
用
す
る
こ
と
が
忌
避
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
、
つ
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、

ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
信
義
則
の
展
開

イ
ギ
リ
ス
法
が
現
在
、
一
般
原
則
と
し
て
の
信
義
則
を
否
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
法
で
は
、
す
べ
て
の
契
約
に
は
信
義

誠
実
・
公
正
取
引
の
黙
示
の
条
項
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
同
じ
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
あ
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
対
照
的
な

{
日
)

法
律
状
態
を
示
し
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
州
が
履
行
に
お
け
る
誠
実
義
務
を
契
約
法
の
一
般
原
理
と
し
て
認
め
て
お
り
、
今
や
相
手
方

(
邸
)

の
不
誠
実

(σ
邑
宣
号
)
を
申
し
立
て
な
い
契
約
上
の
訴
訟
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
誠
実
義
務
違

反
が
不
法
行
為
と
し
て
構
成
さ
れ
る
よ
う
な
判
例
が
一
時
数
多
く
下
さ
れ
た
た
め
に
、
契
約
法
の
な
か
で
の
論
争
を
超
え
た
問
題
と
し

て
も
議
論
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
先
頃
の

U
C
C
改
正
に
お
い
て
も
、
そ
の
定
義
が
修
正
さ
れ
る
な
ど
、
重
要
な
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
ア
メ
リ
カ
法
が
基
本
的
に
イ
ギ
リ
ス
法
を
継
受
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
信
義
誠
実
の
原
則
が
独
自
の
発
展
を
と
げ
、
際
立
っ
た

2 

243 

対
照
を
み
せ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
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(
1
)
 

契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則

ア
メ
リ
カ
法
律
協
会

(
Z
E
s
t
g
Z
E
R
E
)
が
一
九
七
九
年
に
採
択
し
、

一
九
八
一
年
に
公
刊
さ
れ
た
第
二
次
契
約

法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
第
二

O
五
条
に
次
の
よ
う
な
規
定
を
置
く
。
「
す
べ
て
の
契
約
は
、
そ
の
履
行
お
よ
び
強
行

(
S
F
5
2
5
E
)

(
部
)

に
あ
た
っ
て
、
信
義
誠
実
お
よ
び
公
正
取
引
の
義
務
を
各
当
事
者
に
課
す
」
。

ア
メ
リ
カ
法
の
不
確
実
性
と
複
雑
性
と
い
う
欠
点
を
取
り
除
く
た
め
に
、
法
の
改
善
に
努
力
し
、
法
を
明

リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、

55巻2号

確
化
、
単
純
化
し
社
会
的
要
求
に
適
応
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法
で
、
法
を
円
目
的

E
O
B
g片
す
る
、
と
し
て
作
成
が
開
始
さ
れ
た
も
の

だ
が
、
単
に
今
あ
る
法
を
記
述
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
法
域
(
州
)
に
よ
っ
て
法
が
異
な
る
場
合
に
は
、
対
立
す
る
準
則
や
原
則

の
な
か
で
選
択
を
行
い
、
ま
た
あ
る
べ
き
法
を
定
式
化
し
て
提
示
す
る
と
い
う
創
造
的
な
面
を
有
す
る
。
も
と
よ
り
A
L
I
と
い
う
私

的
機
関
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
立
法
と
し
て
の
拘
束
力
は
な
く
、
そ
れ
を
予
定
し
て
い
た
も
の
で
も
な
い
。

し
か
し
、
各
分
野
の
指
導
的
法
学
者
が
リ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
草
案
を
作
成
し
、
顧
問
会
(
の
。
吉
田
宮
8
0同
〉
門
主
回
目
ロ
)
や
評
議
会
(
。
。

ga

n--)

で
の
討
論
、
改
定
を
経
て
、
最
終
的
に

A
L
I総
会
で
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
で
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
多

く
、
強
い
説
得
力
の
あ
る
権
威

(
-
5
5
5
2
5
2任

sq)
を
持
つ
と
み
な
さ
れ
て
い
お
。

契
約
法
の
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
一
九
三
二
年
に
最
初
の
も
の
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
第
一
次
の
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に

は
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
二

O
五
条
に
相
当
す
る
規
定
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

E
B
B
gは
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
二

O
五
条
に
つ
い
て
、
「
過
去
五

O
年
の
聞
の
ア
メ
リ
カ
契
約
法
に
お
け
る
真
に
大
き
な
発
展
の
一
つ
を
反
映
し
て

{
邸
)

い
る
」
と
評
価
す
る
。
ま
た
、
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
が
信
義
誠
実
の
一
般
的
義
務
を
承
認
し
た
こ
と
自
体
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
彼
に
よ
れ
ば
、

A
L
I
は
、
卓
越
し
た
教
授
、
裁
判
官
、
実
務
家
ら
か
ら
な
る
団
体
で
あ
り
、
一
般
的
権
威
と
し
て
承
認

で
き
る
ほ
ど
に
熟
し
た
発
展
を
選
び
出
す
こ
と
を
担
う
唯
一
の
団
体
で
あ
る
。
裁
判
官
は
通
常
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
は
相
当
な
敬
意

(
田
)

を
払
っ
て
お
り
、
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
定
式

5
5己
S
S
)
を
「
法
」
と
み
な
す
裁
判
所
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

~~ 雑学法戸神



A
L
I
の
様
々
な
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
事
業
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
特
定
の
規
定
が
、
根
拠
と
な
る
判
例
法
を
有

さ
な
い
、
判
例
法
に
反
し
て
い
る
、
何
ら
か
の
点
で
判
例
法
を
超
え
て
い
る
と
い
っ
た
理
由
で
、
正
当
性

(
-
n
m
E
B
R可
)
を
欠
く
と

し
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、

E
B
B
R∞
は
、
第
二

O
五
条
は
、
そ
の
よ
う
な
批
判
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
、
完
全
な

(
曲
)

正
当
性
を
有
す
る
と
主
張
す
る
。
で
は
最
初
の
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
が
公
刊
さ
れ
て
か
ら
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
が
採
択

そ
の
一
方
で
、

さ
れ
る
ま
で
の
問
、

ア
メ
リ
カ
契
約
法
に
お
い
て
、
信
義
誠
実
の
義
務
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
発
展
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

コモン・ローにおける信義誠実の原則の展開

一
九
八
O
年
か
ら
一

O
余
年
の
聞
に
契
約
を
誠
実
に
履
行
す
る
義
務
に
つ
い
て
判
断
し
た
公
刊
判
例
は
六
O

O
件
以
上
に
の
ぼ
る
が
、
一
九
八
O
年
以
前
に
は
、
あ
わ
せ
て
三
五
O
件
ほ
ど
に
す
ぎ
な
い
。
他
方
で
、
彼
が
一
九
八
O
年
に
発
表
し

た
論
文
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
大
多
数
の
法
域
が
、
「
今
日
、
契
約
を
誠
実
に
履
行
す
る
義
務
を
契
約
法
の
一
般
原
則
と
し
て
承
認
し
て

{
位
)

い
る
」
と
し
て
、
論
文
の
付
録
に
各
州
の
判
例
を
挙
げ
て
い
る
。

W
E
2
3
に
よ
れ
ば
、

一
九
七
O
年
五
月
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
第
五
草
案

2
2
E音
。
富
島

Z
。・
U
)

が
A
L
I
の
第
四
七
四
年
次
総

(
田
)

レ
ポ
ー
タ
ー
の

F
2
0
F
R
は
、
第
二

O
五
条
(
草
案
で
は
第
一
一
一
一
一
一
条
)
に
つ
い
て
、
最
初
に
「
第
一
一
一
一
一
一

会
に
提
出
さ
れ
た
際
、

zd弓
)
に
と
っ
て
は
新
奇
な
も
の
で
は
な

条
は
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
と
し
て
は
、
ま
っ
た
く
新
し
い
も
の
で
あ
る
、
し
か
し
法
(
岳
町

(
臼
)い
」
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
条
は
真
に
法
の
お
忠
告
白

gケ
な
の
か
、
山
上
の
垂
訓

(
P
O
P
E
S
S
任
。
冨
自
己
)
を
契

245 

約
法
の
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
書
き
込
も
う
と
す
る
企
て
で
は
な
い
の
か
と
い
う
聞
い
に
対
し
て
は
、
こ
の
提
議
に
対
す
る
判
例
の
典

拠
官
舎
の
互
望
号

gq)
は
数
多
く
あ
る
と
し
、
ま
た
「
コ
モ
ン
・
ロ

l
の
全
歴
史
の
な
か
で
、
裁
判
所
が
、
契
約
の
履
行
な
い
し

契
約
の
強
行
に
お
い
て
信
義
誠
実
は
要
求
さ
れ
な
い
と
述
べ
た
事
例
が
見
つ
か
る
と
は
思
わ
な
い
」
と
し
、
さ
ら
に
最
後
に
、
こ
の
原

則
は
判
決
意
見
の
な
か
に
見
出
さ
れ
得
る
の
で
あ
っ
て
、
「
私
が
発
明
し
た
の
で
は
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
話
。
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第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
公
刊
前
の
一
九
八

O
年
時
点
で
、
ほ
と
ん
ど
の
州
で
、
契
約
の
履
行
に
お
け
る
誠
実
義
務
は
、

(
師
}

契
約
法
の
一
般
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
な
状
況
で
あ
る
の
に
、
そ
の
わ
ず
か
一

O
年
前
の
一
九
七
O
年
に

は
、
先
の
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
は
な
か
っ
た
新
し
い
規
定
を
登
場
さ
せ
る
の
に
、
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
原
則
は
す
で
に
法
で
あ
る
と

(
町
)

い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
以
前
の

状
況
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

55巻2号

U
C
C
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則

第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
け
る
信
義
則
規
定
の
導
入
を
考
え
る
場
合
に
忘
れ
で
は
な
ら
な
い
の
は
、
統
一
商
事
法
典

の
信
義
誠
実
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
典
拠
は
判
例
法
だ
け
で
は

(
2
)
 

誌

(E皆
目
。
。

B
B
O
R
E
2
0
一
己
の
の
)

雑

、、、
.
n
v

J

旬
、

ν

学

U
C
C
は、

A
L
I
と
統
一
州
法
委
員
会
全
国
会
議

(
Z
g
E
n
g雪
g
g
え
の
。

B
E邑
S
S
S
E
-問。
B
∞
E
o
F
g
r

法戸

の
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
り
一
九
五
二
年
に
最
初
の
。
虫
色
色
斗
恒
三
宮
島
内
。

B
B
g
z
E
-
E
S
と
し
て
公
表
さ
れ
た

(
曲
)

が
、
そ
こ
に
は
す
で
に
信
義
誠
実
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
最
初
の
一
九
五
二
年
版
U
C
C
に
対
し
て
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
州
法
改
正
委
員
会

(
Z
O語
、
ペ
。
持
∞
冨
円
。

E巧
列

2
2
5回
。
。
5
5目
的
色
。
ロ
)
に
よ
っ
て
そ
の
大
幅
な
修
正
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
、

一
九
五
七
年
版
U
C
C
が
制
定
さ
れ
た
後
も
、
改
正
(
同
町
三
宮
口
)
・
修
正

(
E
B
B皆
同
町
ロ
円
)
が
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、
信
義
誠
実
義
務

に
関
す
る
規
定
は
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。

Z門
川
《

UCω
戸
)

ネ申

(
i
)
U
C
C第
一

二

O
三
条
(
二

O
O
一
年
改
正
前
)

一
九
五
八
年
版

U
C
C
は
、
総
則
を
定
め
る
第
一
編
の
な
か
で
、
第
一
二

O
三
条
に
、
現
行
(
二

O
O
一
年
版
)

の
第
一

l
三
O



コモン・ローにおける信義誠実の原則の展開

四
条
と
実
質
的
に
等
し
い
、
「
本
法
に
お
け
る
す
べ
て
の
契
約
お
よ
び
義
務
は
、
そ
の
履
行
お
よ
び
強
行
に
あ
た
っ
て
誠
実
の
義
務
を

(
曲
)

課
す
」
と
い
う
規
定
を
置
い
て
い
た
。
同
条
の
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
「
本
条
は
、
本
法
全
体
を
貫
く
基
本
原
理
を
示
す
」
と
さ
れ

る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
一
般
原
則
と
し
て
規
定
さ
れ
る
ほ
か
に
、

U
C
C
の
四
O
O
あ
ま
り
の
条
文
の
う
ち
の
五
O
条
以
上
が
「
信

(
向
)

義
誠
実
」
に
関
し
て
明
示
的
に
規
定
し
て
い
た
。
ま
た
、

U
C
C第
一

一

O
二
条
第
三
項
(
改
正
前
)
は
、
こ
れ
ら
の
信
義
誠
実
義

務
を
契
約
当
事
者
の
合
意
で
排
除
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
本
法
の
定
め
る
信
義
誠
実
の
原
則
、
勤
勉
、
合
理
性
お

よ
び
注
意
の
義
務
は
、
合
意
に
よ
っ
て
排
除
で
き
な
い
:
・
」
。
契
約
の
自
由
を
原
則
と
す
る

U
C
C
の
規
定
の
多
く
は
、
当
事
者
が
別

段
の
合
意
を
し
な
い
限
り
適
用
さ
れ
る
任
意
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
信
義
誠
実
の
規
定
は
、
勤
勉
、
合
理
性
、
注
意
の
義
務

に
関
す
る
規
定
と
と
も
に
、
強
行
規
定
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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第
一
編
総
則
は
、
二

O
O
一
年
に
改
正
さ
れ
、
二

O

O
二
年
か
ら
各
州
の
立
法
作
業
に
付
さ
れ
て
い
る
が
、
二

O
O
一
年
改
正
前
の

U
C
C
は
、
第
一
編
の
第
一
二

O
一
条
第
一
九
項
や
売
買
に
つ
い
て
定
め
る
第
二
一
編
の
第
二
|
一

O
三
条
第
一

(
b
)
項
で
、
「
信

義
誠
実

(
m
g
a
E
E
)
」
を
定
義
し
て
い
る
。

ま
ず
、

U
C
C
第
一
編
一
!
二

O
一
条
第
一
九
項
(
改
正
前
)
は
、
信
義
誠
実
を
「
当
該
の
行
為
ま
た
は
取
引
に
お
い
て
実
際
に
正

(
花
)

直
で
あ
る
こ
と
」
と
定
義
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
主
観
的
基
準
を
と
っ
て
い
た
。
二

O
O
一
年
の
改
正
に
よ
り
こ
れ
に
客
観
的
要
素
を

(
均
)

付
け
加
え
、
実
際
に
正
直
な
こ
と
だ
け
で
な
く
、
「
公
正
取
引
の
合
理
的
な
商
業
基
準
の
遵
守
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(
市
)

も
っ
と
も
第
二
編
(
売
買
)
で
は
、
以
前
か
ら
商
人
に
関
し
て
客
観
基
準
を
採
用
し
て
い
た
。
第
五
編
を
除
い
て
、
近
年
の
一
連
の
改

正
は
す
べ
て
信
義
誠
実
の
定
義
に
客
観
的
要
素
を
加
え
る
も
の
で
、
第
一
一
編
の
定
義
規
定
の
変
更
に
よ
り
、
す
で
に
改
正
を
終
え
た
他

(
叩
}

の
規
定
の
定
義
と
も
一
致
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
「
信
義
誠
実
」
や
「
公
正
取
引
」
に
つ
い
て
、
条
文
、
注
解

(
g
B
B
B
H
)
の
い
ず
れ
に

お
い
て
も
積
極
的
に
定
義
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
第
二

O
五
条
の
注
解
は
、
こ
れ
ら
の

U
C
C
に
お
け
る
信
義
誠

(
押
)

実
の
定
義
の
引
用
で
始
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
同
条
の
注
解

c
、
「
交
渉
に
お
け
る
信
義
誠
実
」
で
は
、
本
条
は
「
統
一
商
事
法
典
第
一

(
叩
)

|
二

O
三
条
と
同
じ
く
」
、
契
約
の
成
立
に
お
け
る
信
義
誠
実
は
扱
わ
な
い
と
し
て
、

U
C
C
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の

55巻2号

A
L
I第
四
七
四
年
次
総
会
で
、
切
窓
口
n
F
R
は
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
五
草
案
第
二
三
一
条
(
現
第
二

O
五
条
)
の

(
叩
)

「
正
確
な
定
式
は
、
統
一
商
事
法
典
か
ら
取
ら
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
信
義
誠
実
の
原
則
は
判
決
意
見
の
な
か
に
見
出

(
田
)

さ
れ
る
と
述
べ
た
あ
と
、
商
事
法
典
の
な
か
に
も
見
出
さ
れ
る
と
付
け
加
え
て
い
る
。

U
C
C
に
お
い
て
す
で
に
採
用
さ
れ
て
い
た
信
義
誠
実
義
務
が
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
与
え
た
影
響
は
少
な
く
な

い
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
導
入
さ
れ
た
信
義
則
規
定
が
、
す
で
に
存
在
す
る
法
律
状
態
を
定

式
化
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
か
っ
そ
の
法
律
状
態
を
形
成
す
る
要
因
の
ひ
と
つ
が

U
C
C
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
第
一
次
契
約
法
リ

誌来住学

ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
か
ら
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
聞
に
、

U
C
C
が
現
に
通
用
す
る
法
と
し
て
ど
の
よ
う
な
位
置
を
し
め

て
い
た
か
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

法戸神

(
一

H
)
U
C
C
の
適
用
範
囲

第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
二

O
五
条
が
、

U
C
C
の
信
義
誠
実
に
関
す
る
規
定
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
が

な
い
。
だ
が
、

U
C
C
は
A
L
I
と
N
C
C
U
S
L
が
承
認
し
、
公
表
さ
れ
れ
ば
そ
の
ま
ま
ま
で
各
州
の
法
と
な
る
わ
け
で
な
い
。

U
C
C

(
由
)

は
各
州
の
商
事
取
引
法
の
統
一
性
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
統
一
州
法
案
(
モ
デ
ル
法
)
に
す
ぎ
ず
、
各
州
の
立

法
府
が
採
択
し
て
は
じ
め
て
そ
の
州
の
州
法
と
な
り
、
制
定
法
と
し
て
の
拘
束
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
各
州
が

U
C
Cを
採
択

す
る
に
あ
た
っ
て
、
各
州
の
事
情
に
よ
り
、
公
式
テ
キ
ス
ト
の
一
部
を
変
更
し
た
り
、

一
部
の
規
定
を
追
加
・
削
除
し
て
い
る
こ
と
も



(

田

)

(

剖

)

あ
る
。
こ
れ
は
度
重
な
る
修
正
・
改
正
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
改
訂
版
を
採
択
す
る
か
否
か
は
各
州
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

U
C
C
は
、
現
在
で
は
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
を
除
く
全
州
と
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
、
グ
ア
ム
及
び
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
諸
島
で
も
い
ず
れ
か

(
田
}

の
版
の
公
式
テ
キ
ス
ト
が
採
択
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
初
の
公
式
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
一
九
五
二
年
版
U
C
C
が
公
表
さ
れ
て
か
ら
、

(
部
)

現
在
の
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
の
法
域
で
採
択
さ
れ
る
ま
で
に
は
一
O
数
年
を
要
し
て
い
る
。

コモン・ローにおける信義誠実の原則の展開

い
う
ま
で
も
な
く
U
C
C
の
誠
実
義
務
の
規
定
は
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
二
O
五
条
の
よ
う
に
「
す
べ

て
の
契
約
」
に
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

U
C
C
の
誠
実
義
務
は
、
「
本
法
に
お
け
る
す
べ
て
の
契
約
お
よ
び
義
務
」
の
履
行
及

(
訂
)

ぴ
強
行
に
あ
た
っ
て
課
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

U
C
C
は
、
商
取
引
の
は
じ
め
か
ら
お
わ
り
ま
で
の
聞
に
通
常
起
こ
り
う
る
す
べ
て
の
局

(
邸
)

面
に
対
応
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
物
品
の
「
売
買
」
(
第
二
編
)
、
売
買
代
金
の
支
払
い
の
た
め
の

(
回
)

「
商
業
証
券
」
(
第
三
編
)
や
「
銀
行
預
金
お
よ
び
銀
行
取
立
」
(
第
四
編
)
、
「
信
用
状
」
(
第
五
編
)
、
物
品
の
運
送
や
保
管
に
関
し
て

「
運
送
証
券
や
倉
庫
証
券
そ
の
他
の
権
原
証
券
」
(
第
七
編
)
、
代
金
の
支
払
い
の
確
保
の
た
め
の
「
担
保
付
取
引
・
売
掛
債
権
及
ぴ
動

産
抵
当
証
券
の
売
買
」
(
第
九
編
)
、
在
庫
商
品
の
一
括
譲
渡
に
対
し
て
「
包
括
譲
渡
」
(
第
六
編
)
、
株
式
や
債
券
等
の
証
券
の
売
買
に

対
応
す
る
「
投
資
証
券
」
(
第
八
編
)
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
、
さ
ら
に
一
九
八
七
年
に
「
リ
1
ス
」
(
第
二

A
編
)
、
一
九
八
九
年

に
「
資
金
譲
渡
」
(
第
四
A
編
)
に
関
す
る
編
が
あ
ら
た
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
U
C
C
は
、
た
と
え
ば
労
働
契
約
の
よ
う
な
、
商
取
引
以
外
の
契
約
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
ま
た
商
取
引
で
あ
っ
て
も
U
C
C

が
適
用
さ
れ
な
い
も
の
あ
る
。
た
と
え
ば
、
不
動
産
の
売
買
や
定
着
物
(
出

5
5
)
を
除
く
不
動
産
上
の
担
保
権
、
保
険
契
約
の
成
立

(
叩
}

・
履
行
・
強
行
、
ま
た
役
務
に
関
す
る
様
々
な
契
約
、
保
証
契
約
に
関
す
る
取
引
に
は
U
C
C
は
適
用
さ
れ
な
い
。

気
工
り
げ
ι
円、
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以
上
の
よ
う
に
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
二
O
五
条
が
依
拠
す
る
U
C
C
が
、
そ
の
一
九
五
二
年
の
制
定
当
初
よ
り
、
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信
義
誠
実
の
原
則
を
定
め
て
い
た
と
は
い
え
、

U
C
C
が
ア
メ
リ
カ
の
大
多
数
の
法
域
で
適
用
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
よ
う
に
な
る
の

は
一
九
六
0
年
代
の
後
半
を
過
ぎ
て
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
U
C
C
に
基
づ
い
て
誠
実
義
務
を
課
す
こ
と
の
で
き
る
契
約
の
類
型
が
相

当
程
度
限
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
典
拠
が
な
け
れ
ば
、
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
二

O
五
条
が
規
定
す
る
よ
う
に
、
す
べ

て
の
契
約
の
履
行
お
よ
び
強
行
に
お
い
て
誠
実
義
務
を
課
す
と
い
う
こ
と
の
正
当
性
は
疑
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
そ
も
そ
も
U
C
C
の
信
義
誠
実
の
原
則
が
何
に
由
来
す
る
の
か
と
い
う
問
題
、
あ
る
い
は
、

U
C
C
以
外
の
典
拠
に
つ
い

55巻2号

て
考
え
て
み
た
い
。

(

…

m) 
U
C
C
の
信
義
誠
実
の
原
則
の
背
景

誌

E
E
2
0
5
は
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
の
認
識
は
、

U
C
C
に
端
を
発
す
る
と
す
刻
。
彼
に
よ
れ
ば
、
イ

ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
は
、
商
習
慣
法
が
コ
モ
ン
・
ロ

l
に
吸
収
さ
れ
た
一
八
世
紀
ま
で
に
は
、
王
座
裁
判
所
の
関
心
が
、
物
品
や
商
業

証
券
の
自
由
な
流
通
に
向
け
ら
れ
始
め
た
こ
と
か
ら
、
誠
実
履
行
(
問
。

a
E
P
官
民
。

B
S
B
)
で
は
な
く
、
誠
実
な
取
得
(
善
意
取

得、

m
o
a
E
P
宮
Bzgo)
が
問
題
と
さ
れ
、
裁
判
所
は
、
「
信
義
誠
実
(
問
。
。
仏

E
岳
)
」
を
こ
の
目
的
の
た
め
に
定
義
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
誠
実
履
行
を
排
除
し
、
善
意
取
得
へ
関
心
が
集
中
し
た
こ
と
は
、
「
信
義
誠
実
」
は
誠
実
取
得
と
の
関
連
で
の

来住学法戸ネ申

み
言
及
さ
れ
る
と
い
う
誤
っ
た
理
解
を
生
じ
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、

ア
メ
リ
カ
で
は
、

U
C
C
以
前
の
統
一
法
に
お
い

へ
の
言
及
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
誠
実
履
行
」
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
皆
無
で

あ
っ
た
。
他
方
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
少
数
の
州
の
裁
判
所
で
は
、
す
べ
て
の
契
約
に
は
信
義
誠

実
・
公
正
取
引
の
黙
示
の
義
務
が
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
判
示
さ
れ
続
け
て
い
た
も
の
の
、

U
C
C
が
公
布
さ
れ
る
ま
で
は
、
「
誠

実
履
行
」
は
善
意
取
得
と
の
関
連
で
し
か
認
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る

o
E
5
2
0
5
は、

U
C
C
は
、
こ
の
よ
う
に
誤
っ
て

(
由
)

認
識
さ
れ
て
い
た
「
誠
実
履
行
」
を
本
来
の
意
味
で
復
活
さ
せ
た
と
指
摘
す
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た

U
C
C
の
信
義
誠
実
の
原

て
五

O
以
上
も
の
「
信
義
誠
実
」



則
は
ど
こ
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
ア
メ
リ
カ
の
商
法
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
商
習
慣
法

(-2
B
R
n
F
S円
)
を
継
承
し
て
い
る
が
、
商
習
慣
法
は
、
取
引
を
規

律
し
、
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
法
律
と
し
て
、
商
人
達
が
一
般
に
認
識
し
、
適
用
し
て
い
た
規
則
や
慣
習
の
体
系
で
あ
っ
た
。
商
習

コモン・ローにおける信義誠実の原則の展開

コ
モ
ン
・
ロ

l
に
吸
収
さ
れ
、
そ
の
後
一
八
世
紀
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
著
名
な
裁
判
官
で
あ

(
田
)

る
冨
富
島
町
E
卿
に
よ
っ
て
、
多
く
の
画
期
的
な
判
決
が
商
取
引
法
の
分
野
で
蓄
積
さ
れ
た
。

ア
メ
リ
カ
の

U
C
C
は
、
政
策
・
実
体
・
技
術
的
側
面
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
こ
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ

l
の
伝
統
を
破

慣
法
は
、

一
七
世
紀
末
頃
ま
で
に
は
、

る
も
の
で
は
な
く
、
比
較
的
保
守
的
な
法
典
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
当
時
U
C
C
の
チ
1
フ
レ
ポ
ー
タ
ー
で
あ
っ
た
同
色
巴
何
者
。
ロ
ヨ

(
叫
)

も、

U
C
C
の
前
身
で
あ
る
修
正
統
一
売
買
法
を
冨
吉
田
m
m
E
的
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
回
帰
と
性
格
づ
け
て
い
る
。
仮
に
こ
う
し
た
理
解

が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
冨
富
田
町
m
E
卿
に
よ
り
採
ら
れ
た
信
義
誠
実
の
原
則
は
、
本
国
で
は
後
に
消
え
て
い
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ア
メ
リ
カ
法
に
は
根
付
き
、
さ
ら
に
そ
れ
は
二
般
原
則
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、

E
B
Z。
口
町
は
こ
れ
を
否
定
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
誠
実
履
行
は
、

い
っ
た
ん
衰
退
し
た
の
で
あ
り
、
今
日
的
な
誠
実
履
行
の
認
識
は
、
冨
吉
田
町
四
三
で
は
な
く
、
巴
何
者
何
回
吉
の
功

冨
吉
田

P
E時
代
以
降
、

績
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も

U
C
C
の
信
義
誠
実
に
関
す
る
規
定
は
、
巴
刊
毛
色
苫
が
、
ド
イ
ツ
民
法
典
第
二
四
二

(田)(田)

規
定
の
影
響
を
受
け
て
、
導
入
し
た
の
だ
と
い
う
。
同

03も
同
様
に
、
ロ

go--百
が
ド
イ
ツ
民
法
典
第

U
C
C
の
信
義
誠
実
の
規
定
は
、
大
陸
法
の
伝
統
に
強
く
根
付
い
て
い
る
と
考
え
る

条
の
司
2
5円四
Q
E
C
Zロ

のこ
が四
安二
当条
だを
と軌
述知
ベし
てて
しミ しミ

るをた

と
か
ら
す
る
と
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一
九
五
六
年
に
行
わ
れ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
改
正
委
員
会
の
審
理
に
お
い
て
、
「
信
義
誠
実
は

(
弼
)

ア
メ
リ
カ
法
が
始
ま
っ
て
以
来
、
商
人
の
義
務
の
一
部
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

も
っ
と
も
巴
O

君。
-qロ
自
身
は
、

こ
こ
で
巴
自
宅
色
苫
が
い
う
「
ア
メ
リ
カ
法
の
始
ま
り
」
が
何
を
意
味
す
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

E
E
2
0
は、

ア
メ
リ
カ
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ア
メ
リ
カ
法
の
発
端
を
一
八
O
O
年
頃
と
仮
定
し
て
い
る
。
一
七
七
六
年
の
独
立
宣
言
以
来
の
イ
ギ

リ
ス
法
を
含
む
イ
ギ
リ
ス
法
文
化
全
体
を
嫌
悪
す
る
風
潮
は
一
八
二
O
年
頃
ま
で
に
は
沈
静
し
、
こ
れ
以
後
ア
メ
リ
カ
法
は
、
イ
ギ
リ

ス
法
を
基
礎
と
し
て
、
独
自
の
法
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
当
時
の
裁
判
官
達
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
・

コ
l
ト
を
模
範
に
し
て
い
た
と
い
う
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
流
れ
は
す
で
に
冨
富
島
町
E
の
意
図
に
反
す
る
方
向
に
変
わ
り
つ
つ

あ
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
冨
吉
田
m
o
E
と
そ
の
同
僚
ら
が
創
出
し
た
イ
ギ
リ
ス
法
と
り
わ
け
商
取
引
法
を
範
と
し
、
純
粋
な
マ
ン

ス
フ
ィ
ー
ル
ド
主
義
が
栄
え
、
彼
の
判
決
が
恒
常
的
に
引
用
さ
れ
て
い
た
。
他
方
で
、

E
E。
お
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
先

例
理
論
は
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
厳
格
で
あ
っ
た
た
め
、
法
を
変
化
し
て
い
く
状
況
に
適
応
さ
せ
て
発
展
さ
せ
て
い
く
の

(
開
)

に
、
イ
ギ
リ
ス
に
く
ら
べ
て
大
き
な
苦
労
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。

法
史
に
関
す
る
著
書
に
お
い
て
、

55巻2号Bt 雑

ア
メ
リ
カ
法
は
そ
の
初
期
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
冨
吉
田
出
o
E
卿
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
た
信
義

誠
実
を
取
り
入
れ
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
そ
の
後
経
済
自
由
主
義
の
興
隆
の
た
め
に
、
そ
の
先
例
は
破
棄
さ
れ
た
の
と
は
対
照
的
に
、
ア
メ

リ
カ
で
は
、
そ
の
後
の
経
済
、
商
業
の
発
展
に
か
か
わ
ら
ず
、
判
例
変
更
が
困
難
な
ゆ
え
に
、
そ
の
ま
ま
信
義
誠
実
の
原
則
が
維
持
さ

(
醐
)

れ
た
と
仮
定
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

学法戸神

ま
た
、
戸
巴
-
『
白
巧
刊
色
-
ロ
】
苫
と
同
様
に
、
開
E色仏雪j5訴ぎ豆、ι』百ロ】匂
EMよ陪

判
例
法
に
お
い
て
は
誠
実
義
務
は
確
立
し
て
い
る
と
い
う
メ
モ
ラ
ン
、
ダ
ダ
ム
を
提
出
し
て
い
る
。
円
-m巧
何
回
苫
は
、
イ
ェ

l
ル
・
ロ

l
ス

(
拙
)

ク
ー
ル
を
卒
業
後
、
二
年
間
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
ナ
シ
ョ
ナ
ル
シ
テ
ィ
パ
ン
ク
の
法
務
部
に
勤
め
、
銀
行
の
慣
習
と
商
事
法
を
学
ん
で
い
る
o

F
W毛
色
百
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
商
事
法
に
習
熟
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
誠
実
義
務
が
仮
に
他
州
で
は
認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
商
業
の
中
心
地
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
判
例
法
と
し
て
確
立
し
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
規
範
が
U
C
C

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の

に
採
用
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。

そ
こ
で
、
判
例
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
を
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
を
中
心
に
概
観
し
て
み
よ
う
。



(3) 

判
例
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則

コモン・ローにおける信義誠実の原則の展開

信
義
誠
実
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
相
当
の
判
例
の
蓄
積
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
の
は

P
E旨
刊
岡
田
で
あ
る
。
彼

は
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
草
案
第
一
二
一
二
条
が
起
草
さ
れ
て
い
た
一
九
六
0
年
代
後
半
ま
で
に
、
「
善
意
取
得
(
問
。
邑

E
S
吉
R
Eお
)
」
以
外
の
文
脈
で
、
契
約
上
の
信
義
誠
実
義
務
を
課
す
判
例
の
相
当
な
集
積
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
と
り
わ
け
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
と
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
と
い
う
ふ
た
つ
の
指
導
的
な
州
で
は
、
そ
れ
ま
で
に
、
契
約
関
係
に
お
い
て
様
々
な
不
誠
実

(σ
邑

E
E

(
朋
)

に
対
す
る
救
済
を
与
え
る
多
く
の
判
決
を
下
し
て
お
り
、
他
の
州
で
も
同
様
の
判
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

し
か
し
、

ω
z
B旨
角
田
は
、

一
九
六
0
年
代
以
前
に
は
、

ア
メ
リ
カ
の
諸
州
が
、
契
約
法
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
一
般
的
義
務
を
承
認

し
て
い
た
と
は
い
え
ず
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
よ
う
な
少
数
の
例
外
的
な
州
に
お
い
て
も
信
義
誠
実
義
務
は
明
示
的

(
醐
)

に
は
展
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
同
時
に
指
摘
す
る
。
ま
た
当
日

z
s
pゃ
の
。
号
5
な
ど
の
指
導
的
法
学
者
に
よ
る
契
約
法
の
体

(
阻
)

系
金
百
で
も
ア
メ
リ
カ
判
例
法
に
信
義
誠
実
の
一
般
的
義
務
を
認
め
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、

E
B
E

{
蜘
)

B
g
は
、
一
九
六
八
年
に
発
表
し
た
論
文
の
た
め
に
行
わ
れ
た
研
究
で
、
契
約
関
係
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
一
般
的
義
務
を
例
証
す

る
と
解
釈
で
き
る
よ
う
な
多
く
の
重
要
な
判
決
の
類
型
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
発
見
し
た
の
だ
と
主
張
す

(
即
)る。

以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な

E
B
B
g
の
見
解
を
ふ
ま
え
て
、
は
や
く
か
ら
信
義
誠
実
義
務
を
課
す
判
例
の
相
当
の
集
積
が
あ
っ
た

と
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
判
例
を
検
討
す
る
。
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(i)
米
国
に
お
い
て
信
義
誠
実
義
務
の
萌
芽
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
最
高
裁
判
所
で
あ
る
の
。

E

(
国
)

〉
苫
注
目
の
ふ
た
つ
の
判
決
、
一
九
一
七
年
の
者
。
。
仏
〈

-
E
n予
戸
邑
可
ロ
ロ
同
1
0。丘

S
と
一
九
三
三
年
の
閃
耳
切

Z
E
o
-
-
9・〈・

(
瑚
)

E己
〉

E
答
。
ロ
駒
内
?
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
判
決
は
、
二

O
世
紀
の
変
わ
り
目
に
典
型
的
な
形
式
主
義
的
、
自
由
主
義
的
契
約
法 。炉内
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か
ら
の
最
初
の
離
脱
を
示
す
ラ
ン
ド
マ

l
ク
・
ケ
l
ス
で
あ
る
と
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。

55巻2号

[
当
。
。
仏
〈
・

E
n予
戸
田
身
ロ
ロ
同
1
0
2号
ロ
]

被
告
は
、
自
ら
を
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
創
造
者
」
と
称
す
る
流
行
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
あ
っ
た
が
、
原
告
と
の
間
で
、
原
告
が
被
告
の

デ
ザ
イ
ン
を
市
場
で
売
っ
た
り
、
他
人
に
彼
女
の
デ
ザ
イ
ン
を
使
用
す
る
た
め
の
ラ
イ
セ
ン
ス
を
売
る
排
他
的
権
利
を
与
え
、
そ
れ
に

よ
り
原
告
が
得
た
利
益
の
半
分
が
被
告
に
支
払
わ
れ
る
と
い
う
合
意
を
し
た
。
そ
の
排
他
的
権
利
の
存
続
中
に
、
被
告
は
約
束
を
破
り
、

デ
ザ
イ
ン
を
他
人
に
売
っ
た
た
め
、
原
告
が
損
害
賠
償
を
求
め
て
提
訴
し
問
。

の
白
色
。
N
O
裁
判
官
は
、
被
告
の
、
本
件
合
意
に
よ
り
原
告
が
何
か
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
、
合
意
は

(
国
)

契
約
の
要
素
を
欠
い
て
い
る
、
と
い
う
抗
弁
を
退
け
、
「
法
は
、
正
確
な
言
葉
が
最
上
の
護
符
で
あ
り
、
す
べ
て
の
欠
落
が
致
命
的
と

な
る
形
式
主
義
の
原
始
的
段
階
を
脱
し
た
。
法
は
今
日
で
は
よ
り
広
い
見
解
を
と
る
。
約
束
を
欠
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
書
面

誌雑学法

に
は
不
完
全
に
表
現
さ
れ
た
義
務
が
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
・
:
我
々
は
、

位
に
お
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
」
と
判
示
し
て
、
合
意
に
は
、
原
告
が
、
被
告
の
デ
ザ
イ
ン
を
売
っ
て
収
益
を
あ
げ
る

た
め
に
合
理
的
な
努
力
を
払
う
と
い
う
約
束
が
黙
示
さ
れ
て
い
た
と
結
論
し
た
。

一
方
当
事
者
が
他
方
当
事
者
の
な
す
が
ま
ま
の
地

戸神

本
件
で
は
、
被
告
側
の
、
デ
ザ
イ
ン
の
使
用
や
第
三
者
へ
の
使
用
許
諾
の
排
他
的
権
利
を
原
告
に
与
え
る
す
な
わ
ち
原
告
以
外
の

者
に
は
デ
ザ
イ
ン
や
そ
の
名
称
を
使
用
さ
せ
な
い
と
い
う
約
束
に
対
し
、
原
告
は
、
被
告
の
デ
ザ
イ
ン
を
使
用
し
て
得
た
収
益
に
つ
い

て
、
被
告
に
毎
月
報
告
を
し
、
そ
の
半
分
を
支
払
う
と
い
う
約
束
が
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
以
外
に
は
、
そ
も
そ
も
デ
ザ
イ
ン
を
売
っ

て
収
益
を
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
の
明
示
の
約
束
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
伝
統
的
な
約
因
理
論
で
は
、
原
告
側
の
約
束
は
、

原
告
に
な
ん
ら
の
義
務
も
生
じ
さ
せ
な
い
の
で
、
被
告
の
約
束
を
支
え
る
「
約
因
」
と
は
な
ら
な
い
擬
似
約
束
(
出

z
s
q
-
E
E
8
)



で
あ
り
、
従
っ
て
法
的
に
拘
束
力
の
あ
る
「
契
約
」
は
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
泊
。
し
か
し
な
が
ら
裁
判
所
は
、
原
告
の
、
排

他
的
権
利
に
よ
っ
て
得
た
収
益
の
半
分
を
被
告
に
支
払
い
、
毎
月
会
計
報
告
す
る
と
い
う
約
束
に
は
、
原
告
が
収
益
を
上
げ
る
た
め
に

合
理
的
な
努
力
を
す
る
と
い
う
と
い
う
約
束
が
黙
示
さ
れ
て
い
た
と
し
て
、
合
意
の
拘
束
力
を
認
め
た
の
で
あ
討
。
本
判
決
に
は
ど
こ

に
も
「
信
義
誠
実
」
と
い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
誠
実
履
行
義
務
の
内
容
を
定
義
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

コモン・ローにおける信義誠実の原則の展開

関
』
白
}
内
四
円
白

ω
F丘
町
内
0

4
・
同
M
白
ロ
-
〉
口
居
間
同
H
Oロ
加
の
。
.

一
九
一
一
一
年
、
原
告
と
被
告
は
、
別
訴
の
和
解
に
よ
っ
て
、
被
告
の
ふ
た
つ
の
演
劇
の
上
演
か
ら
得
ら
れ
た
収
益
の
半
分
が
原
告
に

分
配
さ
れ
、
ま
た
被
告
は
、
当
該
演
劇
に
関
し
て
、
映
画

(
B邑
S
℃

E
Z
B
)
権
を
除
く
演
劇
権
に
対
す
る
権
原
に
影
響
す
る
よ
う

な
す
べ
て
の
契
約
、
売
買
、
許
諾
等
の
取
引
は
事
前
に
原
告
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
と
い
う
契
約
を
締
結
し
た
。
そ
の
後
、
契
約

締
結
時
に
は
な
か
っ
た
発
声
映
画

(
S
E
O
)
が
発
明
さ
れ
、
一
九
二
八
年
、
被
告
は
、
原
告
の
承
認
な
し
に
、
発
声
映
画
権
を
第
三

者
に
売
却
し
た
。
原
告
は
被
告
が
発
声
映
画
権
の
売
却
に
よ
っ
て
得
た
利
益
の
半
分
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
し
問
。

C
E
。同
K
F
宅
2
2
は
、
主
な
問
題
は
、
発
声
映
画
権
は
原
告
の
有
す
る
権
利
に
含
ま
れ
る
と
い
う
理
論
、
な
い
し
発
声
映
画
権
の

売
却
は
、
被
告
の
、
問
題
の
演
劇
に
関
す
る
権
利
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
す
べ
て
の
契
約
を
締
結
す
る
前
に
原
告
の
承
認
を
得
る
と

い
う
義
務
の
直
接
の
違
反
で
あ
る
と
い
う
理
論
の
い
ず
れ
か
に
基
づ
い
て
、
原
告
は
、
発
声
映
画
権
の
譲
渡
に
よ
り
得
ら
れ
た
利
益
の

半
分
を
分
配
さ
れ
る
権
利
が
あ
る
か
否
か
で
あ
る
と
し
、
ま
た
、
被
告
は
、
原
告
が
契
約
に
よ
っ
て
有
す
る
権
利
を
破
壊
ま
た
は
無
視

す
る
よ
う
な
何
事
も
行
わ
な
い
と
い
う
約
款
そ
の
違
反
に
関
し
て
、
原
告
が
被
っ
た
損
害
は
、
被
告
の
得
た
利
益
の
半
分
と
し
て
算

定
さ
れ
被
告
が
責
任
を
負
う
ー
が
当
該
和
解
契
約
に
黙
示
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
も
提
示
さ
れ
て
い
る
と
し
白
山

判
決
は
、
当
該
契
約
の
締
結
に
よ
っ
て
、
被
告
と
原
告
と
の
聞
に
信
認
関
係
を
認
め
、
ま
た
被
告
は
、
原
告
の
承
認
な
し
に
は
演
劇

権
の
権
原
に
影
響
す
る
い
か
な
る
契
約
も
結
ば
な
い
と
い
う
明
示
の
合
意
に
は
、
そ
の
違
反
に
よ
っ
て
得
た
利
益
を
留
保
し
て
お
く
と

255 
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い
う
義
務
が
黙
示
さ
れ
て
い
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
「
す
べ
て
の
契
約
に
は
、
い
ず
れ
の
当
事
者
も
相
手
方
当
事
者
が
契
約
の
果
実
を

受
け
取
る
権
利
を
破
壊
し
、
損
な
う
効
果
を
持
つ
よ
う
な
こ
と
は
行
わ
な
い
と
い
う
黙
示
の
条
項
が
あ
る
、
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
契
約

に
は
、
信
義
誠
実
お
よ
び
公
正
取
引
の
黙
示
の
条
項

(
E
Z邑
8
5ロ
自
円
。
時
間
。

a

E号
白

E
P町
号
色
白
伺
)
が
存
在
す
る
こ
と
を

(

団

)

(

阻

)

意
味
す
る
」
と
判
示
し
た
。

55巻2号

本
件
は
、
被
告
が
発
声
映
画
権
を
第
三
者
に
売
却
し
た
こ
と
は
、
原
告
の
有
す
る
演
劇
権
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
被
告
の
義

務
に
違
反
す
る
と
認
定
し
た
上
で
、
そ
の
違
反
に
対
す
る
救
済
に
関
し
て
、
信
認
関
係
と
契
約
の
明
示
条
項
(
上
演
に
よ
る
収
益
の
半

分
は
原
告
に
分
配
さ
れ
る
)
を
根
拠
に
、
被
告
は
発
声
映
画
権
の
売
却
の
利
益
の
半
分
を
原
告
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た

も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
信
義
誠
実
・
公
正
取
引
に
関
す
る
議
論
が
必
要
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
信
義
誠
実
・
公
正
取
引
の
黙
示

誌雑

条
項
を
最
初
に
の
べ
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

学法

も
っ
と
も
回
ロ
足
。
ロ
は
、
上
の
ふ
た
つ
の
判
決
が
、
今
日
一
般
に
、
信
義
誠
実
の
原
則
を
宣
言
し
た
ラ
ン
ド
マ

l
ク
・
ケ
l
ス
と
し

戸

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
判
決
よ
り
以
前
に
す
で
に
同
様
の
判
示
を
お
こ
な
っ

た
判
例
は
い
く
つ
も
存
在
す
る
の
で
あ
閥
、
百
円
宮

Ego--
判
決
に
関
し
て
は
、
信
義
誠
実
に
言
及
し
た
部
分
は
傍
論
で
あ
る
こ

と
、
そ
も
そ
も
そ
の
事
実
関
係
に
お
い
て
正
し
く
判
断
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
い
か
と
い
う
疑
問
も
あ
り
、
信
義
誠
実
の
原
則
に
関
す

(
邸
)

る
先
例
と
し
て
は
弱
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
百
件
。

Ego--判
決
が
、
す
べ
て
の
契
約
に
は
、
信
義
誠
実
及
び
公
正
取
引
の
黙
示
の
条
項
が
あ
り
、
契
約
の
相
手
方

の
権
利
を
損
な
う
何
事
も
行
わ
な
い
義
務
が
あ
る
と
述
べ
た
部
分
で
、
先
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
判
決
、

(
血
)

∞-
F
E白
色
〈
・
冨
R
1
E
E
の
き
と
々
の
。
B
同
福
岡
々
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

神

一
九
一
四
年
の

U
S
E
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{
U
E
E
ω
・
回
同
由
回
目
巳
〈
・
冨

RU弘
知
ロ
与
の

E
色
々
の
。
B-v何
回
口
可
]

一
八
九
九
年
、
被
告
保
険
会
社
は
、
原
告
の
被
用
者
が
被
っ
た
身
体
傷
害
に
よ
る
損
害
に
対
す
る
原
告
の
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
ま
た
制

定
法
上
の
責
任
か
ら
生
じ
た
損
失
を
補
償
す
る
保
険
金
限
度
額
一
五
0
0
ド
ル
の
保
険
契
約
を
原
告
と
締
結
し
た
。
原
告
の
被
用
者
の

一
人
が
け
が
を
し
、
彼
と
そ
の
父
親
が
原
告
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
訟
(
以
下
「
当
該
訴
訟
」
と
す
る
)
を
提
起
し
た
。
原

告
は
、
彼
ら
か
ら
一
五
0
0
ド
ル
で
和
解
す
る
申
し
出
を
受
け
た
た
め
、
被
告
に
和
解
の
許
可
を
求
め
た
が
、
被
告
は
和
解
金
額
が
高

す
ぎ
る
こ
と
を
理
由
に
拒
絶
し
、
保
険
約
款
の
規
定
に
基
づ
い
て
当
該
訴
訟
の
弁
護
を
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
。
原
告
は
、
当
該
訴
訟

で
六
0
0
0
ド
ル
の
損
害
賠
償
を
支
払
う
判
決
を
受
け
た
。
被
告
は
、
上
訴
は
し
な
い
が
、
原
告
が
先
に
当
該
訴
訟
の
判
決
を
満
足
さ

せ
た
な
ら
ば
保
険
金
一
五
0
0
ド
ル
を
原
告
に
支
払
う
用
意
が
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
原
告
が
自
分
の
弁
護
士
で
上
訴
を
追
行
す
る
こ
と

は
許
可
す
る
と
し
た
。
原
告
が
上
訴
し
た
結
果
、
原
判
決
は
破
棄
さ
れ
、
原
告
は
当
該
訴
訟
に
お
い
て
勝
訴
し
た
。
原
告
は
、
上
訴
に

(
邸
}

関
し
て
弁
護
士
費
用
を
含
む
訴
訟
費
用
二
六
一
一
ド
ル
の
賠
償
を
求
め
て
、
被
告
を
相
手
取
り
本
件
訴
訟
を
提
起
し
た
。
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。
。
ロ
ロ
え
〉
苫
g
u
の
判
決
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

本
訴
訟
は
先
例
の
な
い
事
件
で
あ
る
と
冒
頭
で
述
べ
た
上
、
問
題
は
、
被
保
険
者
は
、
保
険
者
が
拒
否
し
た
上
訴
の
追
行
に
要
し
た

費
用
を
保
険
者
か
ら
回
復
で
き
る
か
で
あ
り
、
そ
の
答
え
は
状
況
に
よ
る
と
し
た
。

原
告
が
、
被
用
者
ら
か
ら
の
和
解
の
申
し
出
を
受
け
入
れ
る
よ
う
被
告
に
要
請
し
た
際
、
本
件
保
険
契
約
上
、
被
告
に
は
次
の
三
つ

の
選
択
肢
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
を
と
る
権
利
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
①
原
告
に
保
険
金
一
五
0
0
ド
ル
を
支
払
い
、
原
告
に
当
該
訴
訟

に
つ
い
て
和
解
す
る
か
訴
訟
を
続
け
る
か
委
ね
る
、
②
被
告
が
承
諾
し
得
る
条
件
で
当
該
訴
訟
を
和
解
す
る
、
③
被
告
の
弁
護
士
に
よ
っ

て
被
告
の
費
用
に
お
い
て
当
該
訴
訟
を
弁
護
す
る
。
被
告
が
最
後
の
道
を
選
ん
だ
こ
と
は
、
防
御
の
十
分
な
根
拠
を
示
す
程
度
の
実
体

的
事
項
の
検
証
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
本
件
保
険
契
約
の
明
文
の
規
定
に
よ
り
、
原
告
は
、
自
分
の
利
益
の
た
め
に
和
解
す
る

権
利
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
原
告
が
六
0
0
0
ド
ル
の
損
害
賠
償
を
命
じ
ら
れ
た
。
被
告
が
先
に
当
該
訴
訟
に
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つ
い
て
弁
護
す
る
決
定
を
し
た
こ
と
か
ら
み
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
被
告
は
即
時
に
上
訴
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
が
当
然
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
被
告
は
、
原
告
に
、
保
険
契
約
上
原
告
が
権
利
の
あ
る
保
険
金
限
度
額
を
は
る
か
に
超
え
る
損
害
賠
償
を
背
負
わ
せ
る

(
邸
)

の
に
成
功
し
て
、
当
該
訴
訟
の
判
決
を
満
足
さ
せ
た
ら
、
契
約
条
項
に
従
う
用
意
が
あ
る
と
通
告
し
た
。

こ
の
よ
う
な
独
特
の
状
況
で
は
、
原
告
の
権
利
お
よ
び
被
告
の
義
務
の
基
準
は
、
保
険
契
約
の
文
言
に
は
見
出
せ
な
い
。
契
約
の
条

項
は
い
か
な
る
責
任
も
排
除
し
て
い
る
。
「
し
か
し
、
す
べ
て
の
書
面
に
よ
る
合
意
の
基
礎
と
な
る
普
遍
的
効
力
を
持
つ
契
約
上
の
義

(m) 

務
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
実
行
す
る
に
あ
た
っ
て
の
信
義
誠
実
の
義
務
で
あ
る
」
。

被
告
が
当
該
訴
訟
の
弁
護
を
続
け
な
か
っ
た
こ
と
は
、
契
約
違
反
で
あ
る
。
訴
訟
を
防
御
す
る
契
約
は
、
必
ず
上
訴
を
追
行
す
る
義

務
を
生
じ
さ
せ
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

本
件
の
よ
う
な
訴
訟
に
関
す
る
先
例
が
な
い
と
い
う
事
実
は
、
被
告
の
態
度
が
尋
常
で
な
く
、
不
公
正

(
S
Z吾
岳
写
)
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
原
告
に
加
え
ら
れ
た
よ
う
な
あ
き
ら
か
な
不
正
(
君
。
呂
)
に
対
す
る
救
済
が
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
法
に

と
っ
て
の
恥
で
あ
る
。
原
告
の
権
利
は
、
被
に
よ
っ
て
被
告
の
た
め
に
書
か
れ
た
契
約
の
表
面
よ
り
も
よ
り
深
い
と
こ
ろ
ま
で
達
す
る
。

そ
の
約
定
は
、
す
べ
て
の
契
約
に
入
り
込
む
公
正
取
引
の
原
則
に
基
づ
く
義
務
を
課
す
。
以
上
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
原
告
の
請
求
を

(
邸
}

認
め
た
。

55巻2号ð，~ 雑学j去戸神

い
わ
ゆ
る
第
三
当
事
者
保
険
(
責
任
保
険
)
契
約
に
お
い
て
、
被
告
保
険
会
社
が
、
原
告
被
保
険
者
に
対
し
て
提
起
さ
れ

た
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
和
解
を
拒
否
し
た
た
め
に
、
原
告
が
訴
訟
で
高
額
の
損
害
賠
償
を
命
じ
ら
れ
た
事
案
で
、
保
険
会
社
の
責
任

が
問
わ
れ
た
判
例
で
あ
る
。
そ
の
後
、
同
様
の
事
案
を
扱
っ
た
判
例
は
数
多
く
、
今
日
で
も
信
義
誠
実
義
務
に
関
す
る
判
例
の
重
要
な

類
型
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
は
、
先
例
と
し
て
の
価
値
は
高
い
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
信
義
誠
実
や
公
正
取
引
に
つ

い
て
述
べ
た
部
分
で
、
先
行
判
例
は
引
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
原
則
が
さ
ら
に
何
に
由
来
す
る
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

本
件
は
、



し
か
し
な
が
ら
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
信
義
誠
実
の
原
則
に
関
す
る
ラ
ン
ド
・
マ
ー
ク
ケ
l
ス
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
つ
の

判
例
以
前
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
信
義
誠
実
義
務
を
課
す
判
例
が
現
れ
て
い
る
。
初
期
の
ケ
i
ス
で
は
、
相
手
方
当
事
者
の
役
務
ま
た

は
商
品
に
対
す
る
当
事
者
ま
た
は
第
三
者
の
満
足
を
対
価
の
支
払
等
の
反
対
給
付
の
条
件
に
し
て
い
る
契
約
や
、
生
産
量
一
括
売
買
契

(
悶
)
(
即
)

約
、
必
要
量
購
入
契
約
に
お
い
て
、
信
義
誠
実
義
務
を
課
し
、
当
事
者
の
利
己
的
な
行
動
を
許
さ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

コモン・ローにおける信義誠実の原則の展開

信
義
誠
実
の
内
容
と
判
断
基
準

信
義
誠
実
の
原
則
が
重
要
な
一
般
条
項
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
大
陸
法
系
の
諸
国
に
お
い
て
も
、
そ
の
具
体
的
内
容
や
解
釈
、
適

用
が
様
々
に
異
な
る
こ
と
は
冒
頭
で
述
べ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
契
約

当
事
者
に
信
義
誠
実
・
公
正
取
引
の
義
務
が
課
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
今
日
で
は
異
論
は
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
信
義
誠
実
・

公
正
取
引
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
一
致
を
み
て
い
な
い
。
ま
た
、
ど
う
い
う
場
合
に
こ
の
義
務
に
違
反
し
た
こ

と
に
な
る
の
か
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
も
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
、
判
例
や
学
説
が
提
示
す
る
議
論
を

3 
簡
単
に
紹
介
す
る
。

(l)
公
正
・
合
理
性
に
基
づ
く
客
観
基
準

HU5205が
、
一
九
六
三
年
に
公
表
し
た
論
文
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
信
義
誠
実
に
関
す
る
研
究
の
最
も
初
期
の
も
の
で
あ
る
。

彼
は
、

U
C
C
に
導
入
さ
れ
た
信
義
誠
実
義
務
に
つ
い
て
、
同
じ
"
。

a

E円
四
回
で
も
、
当
事
者
の
心
理
状
態
が
問
題
と
な
る
善
意
取
得

(mg仏
E
P
宮
R
E
8
)
と
は
異
な
り
、
履
行
ま
た
は
強
行

(
g
r
R
m
B
S円
)
に
お
け
る
柄
。

a

E昏
は
、

U
C
C
第
一
編
に
お
け

る
定
義
(
一
九
五
八
年
版
、
主
観
的
基
準
)
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
一
編
の
定
義
と
同
じ
く
客
観
的
基
準
で
解
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し

て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
誠
実
な
履
行
と
は
、
当
事
者
が
所
属
す
る
商
業
上
そ
の
他
の
共
同
体
に
お
け
る
、
妥
当
性
(
仏

2
8
4
)
、
公
正
、

259 
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(
邸
)

合
理
性
に
基
づ
く
客
観
的
基
準
で
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

55巻2号

ま
た
、
誠
実
義
務
の
正
確
な
範
囲
は
、
必
然
的
に
合
意
の
性
質
に
よ
っ
て
異
な
る
と
し
、
ご
ま
か
し

(EZOBHmo)
や
責
任
の
回

避

(
2
g
Bロ
)
と
い
っ
た
も
の
は
、
明
ら
か
に
義
務
違
反
だ
が
、
機
会
主
義
的
(
。
3
0
5
E
2
W
)
と
描
写
さ
れ
る
行
動
も
ま
た
誠
実

義
務
に
違
反
す
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
誠
実
義
務
は
、
こ
の
よ
う
に
、
二
疋
の
望
ま
し
く
な
い
行
動
を
禁
止
す
る
だ
け
で
な

く
、
当
事
者
に
積
極
的
な
行
為
を
要
求
す
る
と
さ
れ
る
。
当
事
者
は
、
自
己
の
義
務
が
発
生
す
る
条
件
が
成
就
す
る
の
を
妨
げ
た
り
、

相
手
方
の
履
行
を
妨
害
し
た
り
す
る
の
を
差
し
控
え
る
だ
け
で
な
く
、
契
約
の
目
的
を
達
成
す
る
に
当
た
っ
て
積
極
的
に
協
力
し
な
け

(
悶
)

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

~~ 

ii<E' 

(
2
)
排
除
の
た
め
の
概
念
(
自
己
邑
主
と
し
て
の
信
義
誠
実

P
E
B
S
は
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
二

O
五
条
は
、
法
制
度
が
持
ち
う
る
最
も
根
本
的
な
目
的
正
義
、
お
よ
び

法
に
従
っ
た
正
義
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
、
契
約
倫
理
の
明
示
的
な
要
求
の
ひ
と
つ
で

(
出
)

あ
り
、
こ
の
よ
う
な
要
求
の
承
認
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
今
日
の
法
の
特
徴
で
あ
る
と
述
べ
る
。

P
E
E
S
は
、
信
義
誠
実
に
関
す
る
判
例
を
収
集
、
分
析
し
た
一
九
六
八
年
の
論
文
以
来
、
信
義
誠
実
を

g
n
E品
目
同
(
排
除
す
る
も

の
)
と
し
て
み
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
信
義
誠
実
の
基
準
は
、
適
用
さ
れ
る
契
約
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
、
裁
判

官
は
「
信
義
誠
実
」
と
い
う
一
言
葉
を
、
様
々
な
形
態
を
と
る
「
不
誠
実

(σ
邑

E
任
)
」
を
排
除
す
る
た
め
に
用
い
て
い
る
と
し
、
「
信

(
邸
)

義
誠
実
」
は
、
一
般
的
な
意
味
、
あ
る
い
は
そ
れ
自
体
意
味
を
も
た
な
い
、
日
岳
注
目
円
と
し
て
理
解
す
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
分
析
に
基
づ
い
て
、
契
約
の
履
行
に
お
け
る
誠
実
で
は
な
い
も
の
(
不
誠
実
)
の
事
例
と
し
て
、
次
の
六
つ

の
類
型
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
取
引
の
精
神
に
も
と
る
こ
と
、
②
勤
勉
さ
の
欠
如
お
よ
び
手
抜
き
(
∞
-
R
E話
。
邑
、
③
意

図
的
に
「
実
質
的

2
5
E
E巳
)
」
履
行
の
み
を
提
供
す
る
こ
と
、
④
契
約
条
項
を
指
定
す
る
権
原
の
濫
用
、
⑤
相
手
方
当
事
者
の
履

雑学法戸神



行
の
適
合
性

(85Hvzgg)
を
決
定
す
る
権
限
の
濫
用
、
⑤
相
手
方
当
事
者
の
履
行
を
妨
害
す
る
こ
と
ま
た
は
そ
れ
に
協
力
し
な
い

(
邸
)

こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
信
義
誠
実
は
、
欠
扶
を
埋
め
た
り
、
法
準
則
や
具
体
的
な
契
約
の
文
言
に
基
づ
い
て
生
じ
る
の
で
は
な
い
権
利
や
義
務

を
承
認
し
た
り
制
限
し
た
り
す
る
た
め
に
、
裁
判
官
が
依
拠
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
安
全
弁
(
由
民
m
Q
1
5守
刊
)
」
の
よ
う
な
役
割
を
担
つ

(
即
)

て
い
る
と
さ
れ
る
。

コモン・ローにおける信義誠実の原則の展開

信
義
誠
実
を
自
己
昆
R
と
し
て
運
用
す
る
考
え
方
は
、
多
く
の
裁
判
所
が
採
用
し
て
お
り
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第

(
四
)

二
O
五
条
の
注
解
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
結
局
問
題
の
行
為
が
不
誠
実
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
の
か

を
決
定
す
る
基
準
が
な
い
た
め
、
裁
判
官
に
直
観
的
で
事
後
的
な
事
件
の
解
決
を
強
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
当
事
者
に
は
予
想
で
き

な
い
負
担
を
課
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
泊
。

(
3
)
逸
失
機
会
(
含
認
。
回
目
。
宅
。
巳

E
S
)

∞E
S
も、

P
E
E
g
や
裁
判
所
の

OHn-ER
自
己
宮
山
田
を
批
判
し
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
で
は
、
誠
実
な
履
行
と
不
誠
実
な
履
行

を
区
別
す
る
機
能
的
な
基
準
を
見
出
せ
な
い
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
彼
が
提
案
す
る
の
は
、
契
約
当
事
者
の
期
待
に
基
づ
い
た
基
準
を

定
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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彼
に
よ
れ
ば
、
契
約
上
の
期
待
利
益
(
四
品
切
れ
S
Z
S
百件。円
g
同
)
は
、
伝
統
的
に
、
受
約
者
が
受
け
取
る
べ
き
財
産
、
役
務
、
金
銭
か

ら
成
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
回

E
S
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
約
束
者
が
負
担
す
る
、
履
行
の
期
待
費
用

(
0
4
2円邑

8
2
)

を
含

め
る
べ
き
だ
と
す
る
。
期
待
費
用
と
は
、
特
定
の
契
約
を
締
結
す
る
に
あ
た
っ
て
、
見
送
ら
れ
た
代
替
的
な
機
会
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
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{
幽
)

の
で
あ
る
。

55巻2号

契
約
の
当
事
者
は
、
契
約
締
結
時
に
、
特
定
の
条
項
に
つ
い
て
の
決
定
を
先
送
り
し
、
そ
の
条
項
に
つ
い
て
の
決
定
権
を
当
事
者
の

一
方
に
与
え
る
こ
と
が
、
お
互
い
の
利
益
に
な
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
明
示
の
条
項
が
欠
け
て
い
た
り
、
不
明
瞭
だ
っ
た

り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
量
に
関
す
る
決
定
の
延
期
に
つ
い
て
、
売
買
の
目
的
物
の
量
を
除
い
て
、

す
べ
て
の
条
項
が
合
意
さ
れ
て
い
る
必
要
量
購
入
契
約
(
お
宮

5
s
g同

g
ロ
52)
や
生
産
量
一
括
売
買
契
約

(
O
三
百
円

8
号
室
)
、

価
格
に
関
す
る
決
定
の
延
期
に
つ
い
て
、
一
方
当
事
者
の
評
価
に
従
っ
て
価
格
が
確
定
さ
れ
る
契
約
や
、
販
売
量
や
生
産
量
そ
の
他
の

要
素
に
よ
っ
て
価
格
を
決
定
す
る
定
式
に
よ
っ
て
、
支
払
い
時
に
価
格
を
確
定
す
る
契
約
、
履
行
期
に
関
す
る
決
定
の
延
期
に
つ
い
て
、

一
方
当
事
者
が
自
ら
の
履
行
の
時
期
、
相
手
方
の
履
行
の
時
期
、
ま
た
は
契
約
を
終
了
す
る
時
期
を
決
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
契
約
、

政
府
の
認
可
な
ど
を
条
件
と
し
て
付
し
た
契
約
、
あ
る
い
は
、
当
事
者
の
満
足
を
条
件
と
す
る
契
約
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
-
な
場
合
に
、
当
事
者
の
一
方
に
裁
量
権
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、
裁
量
権
を
有
し
な
い
側
の
当
事
者
は
、
裁
量
権
を
有

す
る
相
手
方
当
事
者
の
信
義
誠
実
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

∞E
Sは
、
「
信
義
誠
実
」
は
、
契
約
に
よ
っ
て
一
方
当
事
者
に
与
え
ら
れ
た
履
行
に
お
け
る
裁
量
権
の
行
使
を
制
限
す
る
も
の
で

あ
る
と
す
る
。
裁
量
権
を
行
使
す
る
当
事
者
は
、
量
、
価
格
、
履
行
期
等
の
条
件
を
決
定
す
る
こ
と
で
、
相
手
方
が
期
待
し
た
利
益

2
0
5
1

出
向
)
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
合
法
的
(
す
な
わ
ち
誠
実
)
な
理
由
に
よ
っ
て
で
あ
れ
ば
、
そ
の
期
待
さ
れ
た
利
益

を
奪
う
こ
と
も
許
さ
れ
る
一
方
、
非
合
法
的
(
す
な
わ
ち
不
誠
実
)
な
理
由
に
よ
っ
て
で
あ
れ
ば
、
同
じ
行
為
が
契
約
違
反
と
な
ろ
う
。

(
阻
}

そ
れ
ゆ
え
、
受
約
者
が
受
け
る
利
益
に
だ
け
焦
点
を
あ
て
る
伝
統
的
な
考
え
方
で
は
、
不
十
分
な
の
で
あ
る
。

不
誠
実
な
履
行
は
、
裁
量
権
を
有
す
る
当
事
者
が
、
契
約
締
結
の
際
に
逸
し
た
機
会
を
再
び
獲
得
す
る
た
め
に
裁
量
権
を
行
使
す
る

と
き
、
す
な
わ
ち
、
履
行
の
期
待
費
用
の
支
払
い
を
拒
否
す
る
と
き
に
生
じ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
誠
実
な
履
行
は
、
契
約
成
立
時
に

お
け
る
両
当
事
者
の
合
理
的
期
待
の
範
囲
内
の
目
的
の
た
め
に
、
裁
量
権
が
行
使
さ
れ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
、
客
観
的
に
解
釈
し
て
、

誌戸'"寸ー法戸神



契
約
締
結
時
に
確
保
し
て
お
い
た
機
会
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
裁
量
権
を
行
使
す
る
と
き
に
生
じ
る
。
従
っ
て
、
信
義
誠
実
原
則
は
、

契
約
成
立
時
に
お
け
る
、
裁
量
権
行
使
当
事
者
が
逸
し
た
機
会
、
及
ぴ
履
行
時
に
お
け
る
、
裁
量
権
行
使
当
事
者
が
裁
量
権
を
行
使
す

(
例
制
)

る
理
由
の
双
方
に
着
目
す
る
こ
と
に
な
る
。

コモン・ローにおける信義誠実の原則の展開

そ
し
て
、

E
Eロ
に
よ
れ
ば
、
判
例
は
、
裁
量
権
行
使
当
事
者
の
意
図
が
中
心
的
な
重
要
性
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
確
立
し
て

い
る
。
単
に
相
手
方
が
期
待
し
た
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
足
ら
ず
、
裁
量
権
行
使
当
事
者
の
主
観
的
意

(
出
)

図
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
契
約
に
定
め
の
な
い
場
合
、
あ
る
行
為
が
、
そ
の
よ
う
な
逸
失
機
会
を
意
味
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ

(
財
)

と
は
裁
判
所
の
能
力
を
超
え
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

多
く
の
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
∞
ロ
コ

S
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
部
分
的
に
の
み
取
り
入
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
逸
失
機
会
そ
の
も

(
困
)

の
に
つ
い
て
は
問
題
に
せ
ず
、
あ
る
行
為
が
当
事
者
の
合
理
的
期
待
を
超
え
て
い
る
か
否
か
に
焦
点
を
あ
て
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、

義
務
違
反
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
当
事
者
の
期
待
で
は
な
く
、
む
し
ろ
司
法
に
お
け
る
正
義
の
観
念
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
こ
と
が

主
張
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
部
の
裁
判
所
で
は
、
あ
る
行
為
が
、
当
事
者
が
契
約
締
結
に
至
っ
た
目
的
と
矛
盾
す
る
場
合
に
義
務
違

(
瑚
)

反
が
あ
っ
た
と
す
る
立
場
も
と
ら
れ
て
い
る
。
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一
方
、
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
は
、
信
義
誠
実
に
つ
い
て
、
右
に
述
べ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
組
み
合
わ
せ
た
説
明
を
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二

O
五
条
の
注
解

a
「
信
義
誠
実
の
意
味
」
に
お
い
て
、
積
極
的
な
定
義
を
お
か
ず
に
、
「
信
義
誠
実
」
は
、

様
々
な
文
脈
で
用
い
ら
れ
、
そ
の
意
味
は
文
脈
に
よ
っ
て
異
な
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
誠
実
な
履
行
お
よ
び
強
行
は
、
当
事
者
間
で
合

意
さ
れ
た
共
通
の
目
的
に
対
す
る
誠
実
さ
、
ま
た
相
手
方
当
事
者
の
正
当
な
期
待
に
反
し
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
と
し
、
さ
ら
に
、
妥
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当
性
(
仏

m
g
R可
)
、
公
正
、
お
よ
び
合
理
性
に
関
す
る
共
同
体
の
基
準
に
違
反
す
る
が
ゆ
え
に
不
誠
実
と
み
な
さ
れ
る
様
々
な
類
型
の

(
回
)

行
為
を
排
除
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
同
条
の
注
解

d
「
誠
実
履
行
」
で
は
、
不
誠
実
の
類
型
の
完
全
な
カ
タ
ロ
グ
は
不
可

(
国
)

能
だ
が
、
判
例
で
認
め
ら
れ
た
不
誠
実
の
類
型
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
と
し
て
、

E
B
B
g
の
六
つ
の
類
型
を
挙
げ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
基
準
は
常
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
場
合
、
ど
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
ど
の
要
素
が
優
先
さ
れ

る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

55巻2号

四

お
わ
り
に

誌雑

ロ
ー
マ
法
に
そ
の
淵
源
を
有
し
、
普
遍
的
な
法
原
則
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
う
信
義
則
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
信
義
則
が
、
コ

モ
ン
・
ロ

l
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
当
然
に
承
認
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
、
本
稿
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
と
ア
メ
リ
カ
法
に

学法

焦
点
を
当
て
て
分
析
を
行
っ
た
。

戸神

一
時
期
判
例
で
明
言
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
信
義
則
が
一
般
的
法
原
則
と
し
て
は
確
立

せ
ず
に
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
こ
と
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
と
と
も
に
、
同
じ
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
あ
り
な
が
ら
、
信
義

則
を
一
般
的
な
法
原
則
と
し
て
承
認
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
法
に
つ
い
て
、
そ
の
経
緯
を
や
や
詳
細
に
た
ど
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て

は
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
イ
ギ
リ
ス
の
冨
富
島
町
富
卿
の
影
響
を
受
け
て
、
契
約
の
当
事
者
に
信
義
誠
実
義
務
を
要
求

す
る
判
例
が
現
れ
始
め
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は

U
C
C
が
起
草
さ
れ
た
二

O
世
紀
半
ば
ま
で
に
は
法
原
則
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い

た
。
ド
イ
ツ
法
の
影
響
の
程
度
は
定
か
で
は
な
い
が
、
ド
イ
ツ
法
に
詳
し
い
巴
白
老
町
出
百
に
よ
っ
て

U
C
C
に
信
義
誠
実
義
務
が
明
文

化
さ
れ
、
そ
の
後
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
も
規
定
が
置
か
れ
た
信
義
誠
実
の
原
則
は
、
今
日
で
は
、
ア
メ
リ
カ
全
州
に

そ
こ
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
、



お
い
て
法
の
一
般
原
則
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
信
義
誠
実
義
務
が
破
棄
さ
れ
た
理
由
が
、
商
業
の
興
隆
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
他
方
で
、
ア
メ
リ
カ
の
商
業

の
中
心
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
や
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
、
同
義
務
が
他
州
に
先
駆
け
て
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
ま
た
ア
メ
リ
カ

が
商
業
的
に
発
展
を
続
け
る
な
か
で
、
同
原
則
が

U
C
Cす
な
わ
ち
統
一
商
事
法
典
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
の
後
も
適
用
領
域
を
拡
大

コモン・ローにおける信義誠実の原則の展開

し
て
、
す
べ
て
の
契
約
に
黙
示
さ
れ
る
と
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
規
定
さ
れ
る
ま
で
に
至
っ
た
過
程
、
理
由
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検

討
課
題
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
仮
説
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
厳
格
な
先
例
理
論
に
よ
り
、
判
例
変
更
が
困
難
な
た
め
に
信

義
誠
実
の
原
則
が
維
持
さ
れ
て
き
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
説
明
だ
け
で
は
当
然
充
分
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
疑
問
を
前
提
と
し
た
上
で
、
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
信
義
則
を
め
ぐ
る
相
違
の
理
由
と
背
後
に
あ
る
事
情
を

探
っ
て
い
く
こ
と
は
、
今
後
も
さ
ら
に
進
ん
で
い
く
で
あ
ろ
う
国
際
的
な
法
統
一
や
モ
デ
ル
法
作
成
の
動
き
の
中
で
、
比
較
法
的
な
視

点
か
ら
信
義
則
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
う
え
で
の
出
発
点
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
あ
わ
せ
て
、
こ
う
し
た
コ
モ
ン
・
ロ

l
に
お
け
る
信
義
則
の
内
容
や
議
論
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
信
義
誠
実
を
め
ぐ
る
法
律

状
態
に
も
一
定
の
手
が
か
り
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
内
容
な
ら
び
に
基
準
に
関
す
る
議

論
は
、
現
在
必
ず
し
も
安
定
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
議
論
(
特
に
、
信
義
則
の
判
断
基
準
と
し
て
、
契
約

当
事
者
の
当
初
の
合
理
的
期
待
が
ど
の
程
度
の
重
要
性
を
有
す
る
の
か
と
い
っ
た
点
)
は
、
従
来
の
わ
が
国
の
信
義
則
に
関
す
る
検
討

の
な
か
で
は
、
必
ず
し
も
強
く
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
信
義
誠
実
(
違
反
)

の
判
断
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
で
明
瞭
な
基
準
が
提
供
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
信
義
誠
実
と
い
う
も
の
は
本
来
そ
う
し
た
も
の

な
の
だ
と
い
う
見
方
も
あ
り
得
る
、
だ
ろ
う
が
、
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
議
論
は
、
わ
が
国
に
お
け
.
る
信
義
則
の
、

265 

一
定
の
事
件
類
型
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
残
さ
れ
た
課
題
は
少
な
く
は
な
い
。
信
義
則
が
有
す
る
意
味
が
多
様
で
あ
り
、
ま
た
、
異
な
る
場
面
で
異
な
る
機
能
を
有
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す
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
信
義
則
の
多
面
性
、
多
義
性
は
、
信
義
則
に
関
す
る
条
項

を
有
す
る
民
法
典
を
持
た
な
い
コ
モ
ン
・
ロ

l
に
お
い
て
は
、
よ
り
具
体
的
な
形
で
示
さ
れ
て
き
た
。
特
に
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る

契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
で
は
、
そ
の
版
が
あ
ら
た
め
ら
れ
る
な
か
で
、
信
義
誠
実
の
原
則
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な

り
、
そ
の
具
体
的
な
対
象
や
内
容
が
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
掘
り
下
げ
た
検

討
を
し
て
い
く
た
め
に
は
、
よ
り
具
体
的
な
問
題
対
象
と
の
関
係
で
さ
ら
に
詳
細
な
分
析
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

そ
う
し
た
具
体
的
な
問
題
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ

1
(特
に
、
ア
メ
リ
カ
法
)
に
お
け
る
信
義
則
の
位
置
づ
け
や
内
容
と
わ
が
国
に
お

け
る
信
義
則
を
め
ぐ
る
議
論
と
の
関
係
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
は
、
単
に
解
釈
論
的
な
手
が
か
り
を
得
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
コ

モ
ン
・
ロ
!
と
大
陸
法
の
対
比
と
い
う
比
較
法
的
な
視
点
か
ら
も
有
益
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に
、
こ
れ
ら
一
連

の
残
さ
れ
た
課
題
を
確
認
し
て
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

55巻2号誌雑
戸4
寸ー法戸

(
1
)
 

安
永
正
昭
『
新
版
注
釈
民
法

(
1
)
』
八
一
頁
〔
谷
口
知
平
・
石
田
喜
久
夫
編
〕
(
有
斐
閣
・
一
九
八
八
年
)
。

大
判
大
正
九
年
二
一
月
一
八
日
民
録
二
六
輯
一
九
四
七
頁
。

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
牧
野
英
一
『
信
義
則
に
関
す
る
若
干
の
考
察
』
(
有
斐
閣
・
一
九
三
六
年
)
、
鳩
山
秀
夫
「
債
権
法

に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
」
法
協
四
二
巻
一
、
二
、
五
、
七
、
八
号
(
一
九
二
四
年
)

0

北
川
善
太
郎
『
民
法
総
則
(
民
法
講
要
I
)
』
一
七
頁
(
有
斐
閣
・
一
九
九
三
年
)
。

渡
辺
博
之
「
信
義
誠
実
の
原
則
の
構
造
的
考
察
|
信
義
則
の
行
為
規
範
的
側
面
の
再
評
価
」
民
商
九
一
巻
四
号
六
|
七
頁

(
一
九
八
五
年
)
、
船
田
享
ニ
『
ロ

l
マ
法
第
三
巻
』
三
人
頁
(
岩
波
書
庖
・
一
九
八
三
年
)
参
照
。

ネ申

(2} 

(3) 

(
4
)
 

(
5
)
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(6) 

渡
辺
前
掲
八
頁
。

(7) 

ド
イ
ツ
民
法
第
二
四
二
条
(
信
義
誠
実
に
従
っ
た
履
行
)
は
、
「
債
務
者
は
、
社
会
通
念
上
信
義
誠
実
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
履
行
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。
ま
た
、

ス
イ
ス
民
法
第
二
条
第
一
項
は
、
「
何
人
も
自
己
の
権
利

の
行
使
な
ら
び
に
義
務
の
履
行
に
際
し
て
は
、
信
義
誠
実
の
原
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。
さ
ら
に
、

(8) 
一
九
九
二
年
に
改
正
さ
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
民
法
は
、
第
一
編
(
人
な
ら
び
に
家
族
)
、
第
二
編
(
法
人
)
、
第
三
編
(
財
産
法
総
則
)
、

第
六
編
(
債
権
法
総
則
)
に
お
け
る
多
く
の
条
文
が
、
信
義
誠
実
の
原
則
に
明
示
的
に
言
及
し
て
い
る
。

内
田
貴
『
契
約
の
時
代
』
六
O
頁
以
下
(
岩
波
書
庖
・
二
0
0
0
年
)
。

(9) 

本
条
約
に
関
し
て
は
、
本
稿
に
あ
げ
た
も
の
の
ほ
か
、
曽
野
和
明
日
山
手
正
史
「
国
際
売
買
法
』
(
青
林
書
院
・
一
九
九
三

年
)
、
新
堀
聴
『
国
際
統
一
売
買
法
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
と
貿
易
契
約
』
(
同
文
館
・
一
九
九
一
年
)
な
ど
に
詳
述
さ
れ
て
い

る

(
叩
)

斎
藤
彰
「
C
I
S
G
の
意
義
と
成
果
法
統
一
の
未
来
に
向
け
て
|
」
甲
斐
道
太
郎
ほ
か
編
『
注
釈
国
際
統
一
売
買
法
I

ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
』
三
頁
(
法
律
文
化
社
・
二
0
0
0
年
)
。

(
日
)

円U
H
閉
山
(
}
〉
ロ

tug-可

( 

ト4

) 

E
p
o
E
R号
B
S
C
Cロ
。
同
門

E
聞
の
。
ロ
〈
白
ロ
丘
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P
同
町
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山
由
『
仏
政
円
。

σ
o
z包
宮

E
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E
R
g
s
-
n
F
R
E
2
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S
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円
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任
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8
g
E
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E
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品
目
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E
Oロ
g
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g
n
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同
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5
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由
江
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白
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)
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回
目
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g
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相
同
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巧
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n
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凶
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回目円同庁内同
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8
口
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ロ
巳

q
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o
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包
市
民
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間

u-o目
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当
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比
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dealing 
in 
intemational

回
de.

(
 2
 )
 
T
h
e
 parties 
m
a
y
 not 
exc1u
d
e
 or 
limit 
this 
duty. 

~
ト

P
仏
>
-
<
u
u
G
'
~
わ
〈
揺
さ
主
祖
E首Z
尽
1
l
F
.
臨
嬢
そ
く
黒
・
空
回
.
・
祖
E
歯
繰
+
K

f
吋

1\
:L
口

Eヘ
困
監
僅
{
俸
制
〈
葉
区
長
~
J

Z
凶
J
平
岡
田
日
い

(
1
1
0
0
1
1
1
姻
ー
~
起
ο
~
O

(出
P
I
C
C
Artic1e
 2.15 
(
N
e
g
o
制
ion
in 
b
a
d
 fai白
)

(
1
)
 
A
 P
副
y
is 
free 
to 
negotiate 

and 
is 
not 
liab
1e 
for 
failure 
to 
reach

叩
agreeme

凶
.

(
 2
 )
 
H
o
w
e
v
e
r
，
 a
 party 
w
h
o
 negotiates 

or 
breaks 
off 
negotiations 

in 
b
a
d
 faith 
is 
liable 
for 
the 
losses 
caused 
to 

the 
other 
par
句'.

(
 3
 )
 
It 
is 
b
a
d
 faith
，
 in 
particul
紅，
for 
a
 pぽ
匂
r
to 
enter 
into 
or 
continue 
negotiations 

w
h
e
n
 intending 

not 
to 
reach 

手写



医腿(b口回優(bw称議機仰干品川Lm占的判以llロ・入山庁n

an agreement with 
the 
other 
p
訂
ty.

(口
P
I
C
C
Article 
4.8 
(Supplying 

an 
ornitted 
term) 

(
1
)
 
W
h
巴re
the 
parties 
to 
a
 c
o
n
回
ct
have not 

agreed 
with 
respect 
to 
a
 term 
w
h
i
c
h
 is 
important 

for 
a
 deterrni

白

nation 
of their 
rights 
and 
duties
，
 a
 t巴r
m
w
h
i
c
h
 is 
appropriate 

in 
the 
circumstances 

sh
a11
 be
 supplied. 

(
 2
 )
 
In 
deterrnining 

w
h
a
t
 is 
an 
appropriat

巴
term
reg
紅
d
shall 
be h
a
d
，
 am
o
n
g
 other 
factors
，
 

(
 a
 )
 
the 
intention 

of the 
0
由
巴
r
parties ;

 

(
 b
 )
 
the 
nature 
and purposes 

of the 
contact; 

(
 c
 )
 
g
o
o
d
 faith 
a
n
d
 fair 
dealing 

(
 d
 )
 
reasonableness. 

(
~
)
 

~
i
ミ
~
'
線

111
・
岡
県
民
(
毎
号
E
恒
国
人

J~君
子
。
憩
艦
r
線

111
・
1
0
保
(
摺
+
<
ヤ
持
者
選

E)
や
さ
三

r<4
同
指
醤
;
U
;
~
0
エ
ν

e
短
在
;
f
Tlt>..Lj 
G' ~p
田
君
ぷ
糊
掛

(reasonable
commercial 

standards 
of fair 
dealing) J
 ;<cl ，
者
眠
中
・
1
・
4く
機
(
醒
!
と
G
'

'(!-QG't:黒星電~)や:1:1'
r榊
J
エ
時
点
同
(grossly

unfair) J
申
事
:
室

iG
'
瑚
掛
-
'
J
~
ド
エ
時
。
仏
H
υ
υ

G':l1;:申*詰-411G' 

1
 n~
-
'
J
~
\
J
担
冊
以
望
書
」
ミ

o
.(! 
F
a
m
s
w
o
r
t
h
 :1:1'ル)~♂

(good
faith，
 ba
d
 
fai白，
fair 
dealing
，
 reasonable 

commercial 

standards) 
G' m

:
掘
現
~
0
エ
ν
G
'
謡
$
~
"
保
科
命
組
罷

Lよ-1:<:1:ごいエトQ.(!i号
'
理
主
再
込
州
己
時
リ
心
当
損
士
必
与
14ポ

エ
ム

1

22
轄
す
眠
時
o
E. 
Allan 
F
a
m
s
w
o
r
t
h
，
 Duties 
o
f
 G
o
o
d
 Faith 
a
n
d
 
Fair 
Dealing 
under 
the 
U
N
I
D
R
O
I
T
 Principles，

 

Relevant Intemational 
Conventions，

 an
d
 National L

a
w
s，
 3
 Tulane 
J. 
of In
t'l 
&
 C
o
m
p
.
 L. 
4
7
，
 49
-
5
0
 (1994). 

制.(!'
~::-主-v-:l1;:縦揺-4111l({l\皿II(~-%' 

0
 .(
!
瞳
援
そ
く
提
訴
出
土
主
'
仏
I
-
<
l
)
l
)
ゴ
~
'

.:;m~ミP
ミ
士
事
保
詰
胡
G
'
.
同
臨
明
、
入
'
丈
一
込
'
倒

III尚
早
ノ
母
子
。
ヘ
ャ
~
=
-
-
ト
G
'
Bonell
緩
単
品
1:1:1
0
交
m
ー
ロ
ト
て
+
<
盟
組
固
G
'-< 

~
 ~
 -%' 
0
 .(! .(! 1号

'
{
1
エ

~nrl昔
若
手
ノ
G
'
+
<
盟
斑

1咲

G
'
~
話
軍
G
'
議
馳
込
誤
会

0.(!
込
，
1
 ~
<
o
暗
記
~
栄
固
G
'
F
a
m
s
w
o
r
t
h
立
話
路
込
異
.
p
0
.
(
!
郎
会
必
出
楽
土
!
:
1
G
'
議
耕
込
組
制

自由N
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雑
ぷら

寸一法戸神

り
、
大
陸
法
と
英
米
法
の
融
合
と
し
て
評
価
さ
れ
得
る
規
定
も
相
当
数
現
れ
る
に
至
っ
た
と
し
て
、
第
三
・
一

O
条
(
過
大
な

不
均
衡
)
を
、
(
英
)
米
法
の
非
良
心
性

(
5
8ロ
包
S
与
庄
司
)
及
び
不
当
威
圧

(
Z
E
5
5ロ
5
R
O
)
の
法
理
と
、
大
陸
法

の
暴
利
行
為
(
当
日
宮
門
)
や
信
義
則
等
の
法
理
と
の
融
合
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
一
例
と
し
て
あ
げ
る
。
贋
瀬
久
和
「
ユ

ニ
ド
ロ
ワ

(
d
z巴
担
)
司
)
国
際
商
事
契
約
原
則
(
仮
訳
ご
星
野
英
一
先
生
古
稀
記
念
『
日
本
民
法
学
の
形
成
と
課
題
(
下
)
』

(
四
)

一
三
七
六
頁
(
有
斐
閣
・
一
九
九
六
年
)
0

第
一
・
一
条
(
契
約
の
自
由
)
。

(
却
)

第
一
・
八
条
(
慣
習
お
よ
び
慣
行
)
。

第
二
・
一
条
(
成
立
の
態
様
)
、
第
二
・
一
一
条
(
変
更
を
加
え
た
承
諾
)
、
第
二
・
二
一
条
(
確
認
書
)
、
第
二
・
一
四
条

(
未
確
定
条
項
を
含
む
契
約
)
な
ど
。

交
渉
行
動
に
関
す
る
規
制
と
し
て
、
第
三
・
八
条
(
詐
欺
)
、
第
三
・
九
条
(
強
迫
)
、
第
二
・
二
O
条
(
不
意
打
ち
条
項
)
、

(
幻
)

(
辺
)

第
四
・
六
条
(
「
作
成
者
不
利
に

(
g
E
S
聞き同町同町民
OB)
」
の
原
則
)
、
合
意
の
内
容
に
関
す
る
規
制
と
し
て
、
第
七
・
一
・

六
条
(
免
責
条
項
)
、
第
七
・
四
・
二
二
条
(
不
履
行
に
対
す
る
支
払
の
合
意
)
、
手
続
、
内
容
双
方
に
関
す
る
規
制
と
し
て
、

第
三
・
一

O
条
(
過
大
な
不
均
衡
)
参
照
。

(
お
)

2
目
m
Z〉
目
。
Z
民
k
自
∞
叶
〉
J

『同
W
E肘一
Z
吋
。
明
。
。
Z
同，
m
〉
【
川
吋
円
〉
者
一

d
z巴
問
。
司
同
MmHZ門
司
HK開
∞
。
同

U
E叶問一
m
Z〉]『
H
o
z
b
k
。
。
冨
宮
間
河
口
〉
円
、
。
。
zj『
一
男
〉
の
叶
∞
ま
l
H
c
a
(叶
円
富
田
口
色
。
口
弘
吉
江
田

巳勺
同ぞ、

冨
Fnv白
色
一
『

O
R
E
S
回。ロ
o-f
〉
z 

叶
国
岡
山

司ロ
σ-Fn田氏。ロ∞戸市町市
WAF)・

(
斜
)

同》開【
U
F
〉同氏
n
v
-
o
H

一H
C
M

明円
-mm門戸。
5
0時打。ロ可
E
2

(

]

{

)

 

E
E
O由
貿
m
z
n
B
O
E
R
-
E。同

n
B
R宣
告
仏
吉
弘
0
8
2
5
1ロ
g
E
S
E
-
∞ロ
ε
0
2
8
円F
O
B
S
E
B
B
S円
由
民
間
。
。
色

宮
同
町
自
色

E
H
号
白
ロ
ロ
明
暗
自
己
昏
O
B
E
E
s
q
g
-町田

g
g
i
E田F
a
s
a同町田町甲山同居室町田・



*
~
\
J
特3:-r<'仏同

υ
.....:lC

暗黒雲{陀士l'
O
le
 L
a
n
d
o
 &
 H
u
g
h
 
Beale 
eds
，
 PR
I
N
C
I
P
L
E
S
 
O
F
 E
U
R
O
P
E
A
N
 C
O
N
四

T
R
A
C
T
 L
A
W
 P
A
R
T
 I
 A
N
D
 11 
(Klu
w
e
r
 
L
a
w
 Intemational 

2000) 
:
L
吋
時
。

ぷ
~
事
長
前
五
U
'
収
回
収
塑
匝
(
主
張

l
詰
・
線
11
詰
)
吋
ど
ミ
ト
入
・
"
(
+
，
~
<
Þ

l葉
(
叫
田
制
n
~
~

-R
iffiâ)
f
m
ー
ロ
ト
。
く
握
11訳
幸
世
ど
e
捌.1

(
世
継
判
手
~
.

1
1
0
0
固
叶
)
111 
1
 1
回

F
併
田
制
~
揺
(
緑
川
話
・

1100111
叶
)

!@:111grl1~'
機
ヰ
七
種
目
当
・
相
，
唆
斡
罰
百
(
線

1
~
詰
・
組
長

11
詰
[
1
1
0
0
0
叶
崖
]
'
緑
川
話
[
世
誤
e
ぺ
1
1
0
0
1
1
羽
ー
崖
]
)
=::4!CiB~ .

 tト
田
訳
控
・
疑

E提
起
l
I
!
f
\
・
皐
匡
そ
く
5El悪

f
m
~

医由主
口れて;w:土!1

C
歯
軍
人
j離
盟
.
1
(
田
*
肱
程
~
'
1
1
0
0
1
1
1
矧ー)

g
r
<
1
1
1
~
長
時
時

o
e
 

D眠M幽門bw体穏縦仰干のこ-m刊以11ロ

(民
P
E
C
L
Arti
cle 
1
 :
 106 
Interpretation 

a
n
d
 
Supplementation 

(
 1
 )
 
These Principles 

should 
b
e
 
interpreted 

and 
developed 

in 
accordance 

with 
their 
purpos

巴s.
In 
particular

，
 re-

gard 
should 
b
e
 h
a
d
 to 
the 
need to 
promote g

o
o
d
 faith 
and fair 
dealing
，
 certainty 
in 
contractual 

relationships 

and uniformity 
of 
application. 

(お
P
E
C
L
Article 1

 :
 
2
0
2
 G
o
o
d
 創
出
制
f幻
rd巴a1in
g

(
1
)
 
E
a
c
h
 p
副
y
m
u
s
t
 act 
in 
accordance 

with 
g
o
o
d
 f;泊
th
and 
fair 
dealing. 

(
2
)
 
T
h
巴
parties
m
a
y
 not 
exclude 
or 
limi
出
is
duty 

(お
P
E
C
L
Article 
2
:
 301 
Negotiation 

co
凶
ary
to 
g
o
o
d
 fai
出

(
 1
 )
 
A
 party 
is 
f
r
e
e
ω
n
e
g
o
t
i
a
t
e
 
and is 
not 
liable 
for 
failure 
to 
reach 
a
n
 agreement. 

(
 2
 )
 
H
o
w
e
v
e
r
，
 a
 party 
w
h
i
c
h
 
has 
negotiated 

or 
broken 
off 
negotiations 

contr
町
ω
g
o
o
d
faith 
and 
fair 
dealing 

is 
liable 
for 
th
巴
losses
caused 
to 
the 
other p

紅
ty

(
 3
 )
 
It 
is 
co
附
ary
to 
g
o
o
d
 fai
白
and
fair 
dealing
，
 in 
parti
叩
lar，
for 
a
 party 
to 
ent
ぽ
into
or 
continue 
negotiations 

with 
n
o
 intention 

of reaching 
an 
agreement with

出
e
other 
party. 

入山，n日トN
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(
お
)

p
I
C
C
の
信
義
・
誠
実
に
関
す
る
規
定
は
、
「
国
際
取
引
に
お
け
る
信
義
誠
実
・
公
正
取
引
」
を
基
準
と
し
、
信
義
誠
実

お
よ
び
公
正
取
引
の
概
念
は
、
圏
内
的
次
元
で
理
解
さ
れ
て
い
る
意
味
で
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
国
際
取
引
と
い
う
特
別
な

状
況
に
照
ら
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

P
I
C
C
と
P
E
C
L
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
ミ
ヒ
ャ
エ

ル
・
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ボ
、
ネ
ル

(
曽
野
裕
夫
訳
)
「
『
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
国
際
商
事
契
約
原
則
』
と
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
』

の
関
係

に
つ
い
て
」
ジ
ユ
リ
一
一
一
一
二
号
七
二
頁
(
一
九
九
八
年
)
参
照
。

(
却
)

-
M
開
。
円
、
〉
口
付
-
何
回
一

HCH(同
)

(
却
)

閉
山
担
問
}
}
岡
田
巳
旬
。
当

o-r
。
。
。
弘
、

aHE
さ
内
。
誌

HERMw
。
の
Z
H叶
目
白
門
戸

om--
司
円
。
正
明
日
出
回
凶
ゆ

N
U
(
右
凶
m
F
)

・

捺
印
証
書
(
仏

g
仏
)
に
よ
ら
な
い
契
約
を
い
う
。

(
出
)

(
沼
)

同
九
・
同
門

N
N
.

(
お
)

冨
2
0
が
大
法
官
職
に
就
く
ま
で
は
、
大
法
官
は
、
通
常
聖
職
者
で
も
あ
り
、
王
室
礼

一
五
二
九
年
に
∞
昨

h司M

R. 

d
M
O
B
g
 

拝
堂
の
牧
師
の
長
で
も
あ
っ
た
の
で
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
裁
判
所
の
よ
う
に
先
例
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
裁
量
を
行
い
、

(
教
会
)
法
お
よ
び
そ
れ
の
多
く
が
由
来
す
る
市
民
法
・

エ
ク
イ
テ
イ
の
法
原
則
の
基
礎
作
り
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
カ
ノ
ン

ロ
ー
マ
法

(
n
Z
H
H
2・
岡山。
B
g
z
g
)
を
借
用
し
た
と
さ
れ
、
大
法
官
が
契
約
違
反
の
被
害
者
を
救
済
し
た
の
は
、
契
約
違

反
を
道
徳
上
責
む
べ
き
約
束
違
反
を
し
た
と
考
え
た
か
ら
だ
と
い
う
。

フ
ィ
リ
ツ
」
ブ

ジ
ェ

l
ム
ズ
(
矢
頭
敏
也
監
訳
)

S 

『
イ
ギ
リ
ス
法
(
上
)
」
三
人
|
三
九
頁
(
三
省
堂
・
一
九
八
五
年
)
。
イ
ギ
リ
ス
の
法
制
史
学
者
図
。

-e君
。
込
町
に
よ
れ
ば
、

ロ
l
マ
法
は
主
と
し
て
法
の
技
術
的
発
展
に
貢
献
し
た
の
に
対
し
、
カ
ノ
ン
法
は
主
と
し
て
法
の
実
質
に
影
響
を
与
え
た
。
カ

ノ
ン
法
は
、
当
時
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
す
べ
て
の
国
々
の
経
済
的
思
考
を
特
徴
付
け
る
宗
教
的
ま
た
道
徳
的
観
念
を
法
的
形
式
に

投
じ
た
の
で
あ
り
、
通
商
の
命
で
あ
る
信
義
お
よ
び
公
正
取
引
の
高
度
な
基
準
を
実
施
す
る
の
に
貢
献
し
た
。
者
昌
広
告
出
。
5由
自

者
。
同
門
『
y
u
〉
国
円
切
同
，
OHN
ペ。同
U

開
Z
G
F
H∞
出
戸
〉
当
選
l
∞

-(MEa--冨
開
門

vzoロ
宮
内
】
切
君
。
免
除
冨
自
宅

m--sa)
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(
出
)

同v
o
d宅

m-r
』
宮
、
ミ
ロ
。
s
u
o
-
g
M
M
l
N
凶・

(
お
)

。
uq。
知
匂
宮
内
・
H
5
Z〉
同
州
司
。
司
戸
〉
巧
巴
ム
宙
ロ
N

号
。
同
町
〉
・
冨
E
g
a
J
A
H
昏

E
J
3
ヨ
C見。
E

C昆
〈
・
耳
目
由
回
)

は
、
「
合
法
的
行
為
の
過
失
あ
る
履
行
あ
る
い
は
不
適
切
な
履
行
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
自
民

g
窓口
8
(違
法
行
為
、
し
で

は
な
ら
な
い
行
為
)
、
吉
田
町

g窓口
8
(不
作
為
、
な
す
べ
き
行
為
を
し
な
い
こ
と
)
と
区
別
さ
れ
る
。

(
お
)

同M
。羽目戸
h
H
h
L

、
『
む
回
。
件
。
凶
。
・
知
丹
N
凶・

(
訂
)

-
M

・
ω
・
旨
ぞ

P
吋
一
回
開
問
自
開
〉
Z
U
司
民
ト
。
明
耳
目
一
切
り
。
富
。
明
の
。
Z
J「河〉(リ
H
，
広
斗
(
。
凶
P
E
C巳
〈
・
耳
目
∞
∞
苫
司
)

(
お
)

ミ
・
己
目
。
∞
官
。
江
口
町
四
冨
0
3
。
ロ
同
・
因
。
円
豆
F

H

W

h

均
九
た
ミ

thG目、。

ssNなさ
u

回
。
〉
自
由
民
口
田
口
同
・
。
同
H
L
O
明白-呂田円。
q
N
2・

N
凶
、
可
(
円
沼
、
H
U
)
・

(
却
)

一
七
三
O
年
に
法
廷
弁
護
士
と
な
り
、
法
務
次
長
(
∞
。
E
S
2
1
0
8
2包)、

法
務
総
裁
(
〉
ぎ
ロ

a'ogoE)
を
歴
任
し
た
後
、
一
七
五
六
年
か
ら
一
七
八
八
年
ま
で
の
一
一
一
二
年
間
、
王
座
裁
判
所
の
主
席

裁
判
官
の
地
位
に
あ
っ
た
。
判
決
意
見
に
お
け
る
辛
錬
な
機
知
、
過
去
に
対
す
る
尊
敬
心
の
欠
如
、
商
業
社
会
の
実
際
に
対
す

る
敏
感
な
反
応
で
知
ら
れ
る
。
冨
吉
田

P
E卿
は
、
法
を
当
時
の
商
業
社
会
に
よ
り
適
合
さ
せ
、
予
測
可
能
な
も
の
に
す
る
た

者
自
貸
出
宮
口
局
者
・
国
同
国
同
開
色
。
同
冨
富
島
o
E
は、

め
、
ロ
ン
ド
ン
の
商
人
か
ら
な
る
陪
審
を
用
い
て
、
商
業
社
会
の
慣
習
を
法
と
し
て
取
り
入
れ
た
。
グ
ラ
ン
ト
・
ギ
ル
モ
ア
(
望

月
礼
二
郎
訳
)
『
ア
メ
リ
カ
法
の
軌
跡
』
一
六
O
頁
(
岩
波
書
庖
・
一
九
八
四
年
)
、
望
月
礼
二
郎
『
英
米
法
』
一
二
三
l
三
四
頁

(
青
林
書
院
・
新
版
・
一
九
九
七
年
)
。
コ
モ
ン
・
ロ

l
は
、
一
五
世
紀
の
チ
ュ

l
ダ

l
朝
時
代
以
来
、
商
慣
習
法
(
ぽ
項
目
R-

n
v
B円
)
を
徐
々
に
適
用
し
て
き
た
が
、
当
事
者
が
そ
の
慣
習
の
存
在
を
援
用
し
、
証
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
が
、

冨
吉
田
由
。
E
卿
の
時
代
に
な
っ
て
、
当
然
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
商
慣
習
法
で
は
、
伝
統
的
に
イ
タ
リ
ア
の
諸
都
市

の
慣
習
が
支
配
的
で
あ
る
た
め
、
ロ
ー
マ
法
、
教
会
法
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
商
慣
習
法
を
吸
収
し
た
こ

と
は
、
こ
れ
ら
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
田
中
英
夫
『
英
米
法
総
論
上
』

一
O
二
頁
、

一
四
七
頁
(
東
京
大
学
出



援
制
.
1
 ~
<
o
叶
)
。
ヤ
入
、

lト
入

:L.'1-W
士r-Q~手皇室

e
僅
瞳
嗣
斑
G
'
¥{i'¥隣.'1'0エ

¥J
~
 'William Holdsworth，

 5
 A
回
S-

会
}
翰
盤
。

T
O
R
Y
 O
F
 E
N
G
L
I
S
H
 L
A
W
 1
2
9
-
1
4
8
 
(3 
rd 
ed.
，
 M
巴thuen
and 
Sweet 
&
 M
a
x
w
e
l
l
 
1945) 

司YLAN

Atiyah
，
 supra 
note 
37
，
 at 
168. 

(
~
)
 

(
弓
)

(
司
)

Id. 
at 
168 
citing 
Carter 
v. 
B
o
巴h
m
，
(1766) 
3
 B
u
町
.
1905
，
 97
 
Eng. 
Rep. 
1162. 

See，
 e.g.
，
 Robert 
H. 
Jerry
，
 The
 W
r
o
n
g
 Side 
the 
M
o
u
n
t
a
i
n
:
 
A
 C
o
m
m
e
n
t
 o
n
 B
a
d
 Faith's 
Unnatural History，

 

7
2
 Tex. 
L. 
R
巴v.
1317
，
 1330 
(1994). 

h叩N銅山由

A
N
G
L
O
-
F
R
E
N
C
H
 C
O
M
P
A
R
I
S
O
N
S
 1
 

Barry 
Nicholas
，
 2:
 
English Report，

 in 
C
O
N
T
R
A
C
T
 L
A
 W
 T
O
D
A
 Y
 :
 

(
甲
)

C
O
N
T
R
A
C
T
S
 166
，
 16
8
-
1
6
9
 
(
D
o
n
a1d
 H
訂
ris
&
 D
巴nis
Tallon 
eds.
，
 Oxford 
Univ. 
Press 
1989) 
citing 
Baglehole 

v. 
Walters
，(1811) 
3
 C
a
m
p
.
 
154 
(
Lord 
Ellenborough). 

北白

Atiyah
，
 supra 
not
巴
37
，
at 
178
，
 464. 

(
事
)

(
号
)

岩tq恥6 4川ぺ
P. 
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Atiyah
，
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N
別
T
R
O
D
U
C
T
I
O
N
T
O
 T
H
E
 L
A
 W
 
O
F
 C
O
N
T
R
A
C
T
S
，
 21
2
-
2
1
3
 
(5
出
品
，
Oxford 
Univ. 

Press 
1995) 

Powell
，
 supra 
note 
3
0
，
 at 
2
6
 
citing 
Ing
h
a
m
 v. 
E
m
e
s
，
 [1955] 
2
 All 
E.
R. 
740. 

Id. 
at 
2
6
-
2
7
 
citing 
L' 
Estrange 

v. 
F.Graucob

，
 Ltd. 
[1934] 
2
 K.
B. 
395. 

Atiyah
，
 supra 
note 
4
5
，
 at 
8
9
-
9
0
，
 212-213. 

(
事
)

(
口
)

(
~
)
 

(
写
)
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←

J
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T
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，
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W
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Z
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，
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(
印
)

当

E
E片町『

h
w
N
H
B
B
E
E
S
-
言
、

5

5
円
OAS-
口
洋
吉
問
。
宮
司
阿
国
自
〈
・
国

S
F
[
3
8
]
凶

者

Him-。
(F2nH
ロ
g
包

括

冨

-m-

企回目

g
E
m
)・
3

5。
ロ
控
訴
院
裁
判
官
は
、
「
契
約
上
の
、
ま
た
は
他
の
法
律
上
の
権
利
を
有
す
る
も
の
は
、
そ
れ
を
行
使
す
る

権
限
が
あ
り
、
正
当
な
事
由
に
よ
り
、
あ
る
い
は
不
当
な
事
由
に
よ
り
、
あ
る
い
は
全
く
理
由
な
し
に
、
そ
れ
を
有
効
に
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
O
R
R
同
・

(
日
)

巧
E
R白
r
R
h
w
N
E
E
S
S
E
-
言
、

5
5
8
A
3・
己
主
・

(
臼
)

回
目
』
ロ
烈

C
F
刊
。
を
お
『
丸
岡
む
阿
円
程
「

8
8
3
c
tむ
向
。
丸
町

~M1F同
む
足
。
久

c
g
h問
、

a
H
F
L
S
、

Ha一
国
関
門
〉
君
。
明
。
回
口
。
〉
]
『

5
Z∞一

毘
∞
〉

J
3
2
白

目

男

〉

同

5
z
。
回
二
。
国

Z
明
日
冨
盟
。
院
か
l
民
斗
(
。
凶
町
。

E
5
2・
F
o
g
-
3∞)

関
0: 
R 

は官。
A E・
5認
で。

は閃
-----，ザ

商平

P
E
E
-
の

-
F雪
山
『
持
切
・
回
包
円
四

op
〉
∞
o
d
(リ
刷
出
。
。
関

O
Z
明列国凶

Z
(
U
E
F〉
者
己
∞

2
3
3・

人
」
は
抜
け
目
の
な
い
「
国
際
的
ビ
ジ
ネ
ス
エ
グ
ゼ
ク
テ
イ
ブ
」
に
、
「
農
民
」
は
「
消
費
者
」
に
置
き
換
え
る
べ
き
だ
ろ
う

と
付
言
し
て
い
る
。
ミ
・
同
件
以
吋

な
お
、
本
論
文
と
同
趣
旨
の
講
演
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ハ
イ
ン
・
ケ
ッ
ツ
(
中
田
邦
博
訳
)

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
私
法
を
い
か
に
し
て
達
成
す
る
か
」
民
商
一
一
一
四
巻
六
号
一
頁
(
二

O

O
一
年
)

編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
動
向
と
課
題
』
所
収
)
参
照
。

(注

(M)
川
角
ほ
か

(
日
)

。
。
。
号

-
M
1
p
m
n
S
R
Y
ミ
6
8
h
g
S
3
宮
町
高
宮
、

H
E
5
5
∞釦

m
m
r
n
g時四円何回
N
O
O
臼

O
B
E由
民
・
【

U
g
g
e
田
宮
島
町

(
日
)

同
時

n
F
R
n
F
a
e尽き

8
5日
福
岡
伊
丹
。
刊
号

g
-
0
8
斗

(
3
S
)
台
。
円
四
円
ご
ロ
関
門
誌

Nwh足、
E
5
8
沼
町
民
営
。
・

唯
一
テ
キ
サ
ス
州
は
、
黙
示
の
誠
実
義
務
を
、
当
事
者
対
抗
主
義
に
反
す
る
と
し
て
、
対
等
当
事
者
間
(
向
呂
田
唱

の
契
約
に
認
め
て
お
ら
ず
、
保
険
関
係
の
よ
う
に
当
事
者
に
特
別
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
契
約
に
そ
の
適
用
を
限
定
し
て
い

-gmS) 

る
。
関
口
問
ロ
田
町
〈
・
回
以
田
町
四
円
咽

a
a
c
ω
・当

-M門田凶
NH咽凶

MMqa-
苫∞凶)・

(
日
)

∞件。〈

O口
同
・
切
口
同
件
。
ロ
品
作
開

E
n
c・
〉
ロ

n-REP
の
O
Z叶
河
〉
(
リ
吋
dd〉
円
。
。
。
。
司
〉
司
回
目
旬
。

m冨
〉

J口
。

Z
温
国
凶

mm-。
列
冨
〉

Z円
U戸

回
一
列
開
〉
の
戸
〉

Z
U
阿山

Zヨ
)
河
内
初
玄
関

ZJ「
N
O
(
E
S
0・
回
円
。
者
ロ
停
の
。

B宮
ミ
呂
志
)
・
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(
日
)

m
g
s
s
B
O
E
(∞
onoロ
仏
)
え
の
。
口
同
窓
口
丹
田
ゆ

M
O
U
(
3
1
3
)
U
z
q
ぇ
。
。
。
仏
司
阻
止
E
S円日明色
H
U
g
-
E
m

開
4
3
8ロ
5
2
5吉
田
町
田
喜

g
g
n
v
-
u
R
q
白

E
q
え
加
。
。

a
E昏
自
己
置
同
庁
色
宙
開
百
官
官
民
。
B
B
n
m
g仏
5

0
口問。ちの由民回出口?

訳
文
は
、
松
本
恒
雄
「
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
試
訳
」
民
商
九
四
巻
六
号
二
一
九
項
(
一
九
八
六
年
)
に
よ
る
。

(
町
)

~
F
R
E
E
2
0片品回咽語、
E

E
円0
5
a
N
a
b叶
・
松
浦
以
津
子
「
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
と
は
何
か
」
加
藤
一
郎
先
生
古
稀

記
念
『
現
代
社
会
と
民
法
学
の
動
向
(
下
)
』
二
六
頁
(
有
斐
閣
・
一
九
九
二
年
)
参
照
。

(
回
)

岡山内
)σ
由
民
∞
・
∞

E
5
2
F
H出
向
。

sミ
ミ

U
E
守
ミ

cgh町
、
ミ
H
P
l
h
ロ
河
内
円
高
ミ
位
。
ョ

S
札
口
vE
町内、
H
R
b
h
Nむ
た

S
W
Aむ
の
。
Em--

「
岡
山
相
〈
・
∞
回
。
(
苫
∞
M
)
・

(
印
)

同札・同月一∞
-
N
.

(
印
)

』ミ・何伊丹∞戸凶
l
∞
-a・

(
日
)

ヨ
2
2
H
E
Eロ
』
w
E
n
。
・
〉
E
g
g
-
の。
Z1『
Jm〉
門
司
官
民
、
。
。
。
。
同
u
b叶国
l
g
m冨
〉
国
。

zw
白
河
H
d
m冨
〉
Zの
戸

回
初
閃
〉
【
U戸
〉
Z
U
開
Z盟)岡山(リ開早関
Z吋

MMPFam-
回
円
。
者
ロ
件
。
。
B-u富
山
『
苫
ま
)
・

(
臼
)

g
O
4
0
ロ
戸
田
口
見
。
回
一

5
与
応
、
会
ミ
E
円H
Q

3

丸
岡
常

D
S
S
S
Eぞ
U
E
Q
S
早
急
ミ
H

刊
誌
。
。
ミ

3
5
主

民

自
-
H
K
-

岡山由〈・凶
a
p
品。
A

F

(

苫∞。)・

(
臼
)

当
時
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ロ

1
ス
ク
ー
ル
教
授
だ
っ
た

msa
回
同
白
口
口
町
民
は
、

一
九
七
一
年
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁

判
所
(
∞
吾
B
B
m
H邑
E
回
目
の
。
ロ
コ
)
の
陪
席
裁
判
官
就
任
に
よ
り
レ
ポ
ー
タ
ー
を
辞
任
し
、

教
授
、
開
・
〉
口
言
明
白
自
由

4
3
Sが
そ
の
後
を
継
い
だ
。
一
九
六
二
年
に
始
ま
っ
た
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
改
定

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
ロ

1
ス
ク
ー
ル

作
業
は
、
こ
の
時
点
で
ほ
ぼ
半
分
が
完
了
し
て
い
た
。
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
全
一
六
章
の
う
ち
、

F
g
n
v
q
が

担
当
し
た
の
は
、
第
一
章
か
ら
第
五
章
、
第
九
章
の
第
一
節
(
叶
。
1n)
か
ら
第
四
節
ま
で
、
及
ぴ
第
一
三
章
か
ら
第
一
五
章
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r
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n
住
act
within 
this 
A
c
t
 imposes 

an obligation 
of g
o
o
d
 
f
:
紅
白
in
its 
performance or 

enforcem
巴n
t.

入中
(
~
)
U
C
C
 ~1-203(1958) 

Obligation 
of G
o
o
d
 Faith. 

n
 

E
v
e
r
y
 
c
o
n
佐
act
or 
d
u
旬
within
this 
A
c
t
 
imposes 
an 
obligation 

of 
g
o
o
d
 
faith 
in 
its 
p
巴rformance

or 
enforce-

m
e
nt. 

p、r、"" 

U
C
C
 ~
1
-
3
0
4
(
2
0
0
1
)
 
Obligation 

of G
o
o
d
 Fai
仕
1.

Every 
contract 
or 
duty 
within 
[the 
U
n
i
f
o
r
m
 
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
C
o
d
e
]
 
imposes 

a
n
 
obligation 

of 
g
o
o
d
 
faith 
in 
its 

performanc
巴
組
d
enforcement. 



E. 
Allan 
Farnsworth，

 Go
o
d
 Faith 
P
eヴ
o
n
n
a
n
c
e
a
n
d
 Commercial Reasonableness 

under the 
Uniform 
C
o
m
m
e
r
-

(
記
)

0
0
 
p 、N 

cial 
C
o
d
e，
 30
 U. 
Chi. 
L. 
Rev. 
6
6
6
，
 66
7
 
(1
963). 

U
C
C
 Prior 

~
1
-
1
0
2
(
3
)
.
 

(
~
)
 

T
h
e
 effect 
of provisions 

of 
this 
Act m
a
y
 b
e
 
varied 
b
y
 
a
g
r
e
e
m
巴nt
，
自
由
pt
as 
otherwise 

provided 
in 
this 
A
c
t
 

組
d
exc
巴
:
pt
that
血
e
obligations 

of 
g
o
o
d
 
faith
，
 diligenc

巴，
reasonab1eness 

and 
care 
prescrib

巴d
b
y
 
this 
A
c
t
 
m
a
y
 

not 
b
e
 
disclaimed 

b
y
 agreement 

but
出
e
p
紅
ties
m
a
y
 b
y
 agreement 

deterr
凶
n
e
the 
standards 

b
y
 w
h
i
c
h
 
the 
per-

h叩N網目的

forrnance 
of 
such 
obligations 

is 
to 
b
e
 measured if 

such 
standards 

are 
not 
manifestly 

unreasonable. 

U
C
C
 Rivised 

~
1
-
3
0
2
 
(2001) 
Variation 

b
y
 A
g
r
，巴e
m
，巴n
t.

Except as 
otherwise 

provid
巴d
in 
subsection 

(b) 
or 
elsewh

ぽ
巴
in
[the 
Uniforrn 

C
o
m
m
e
r
c
i
a1 
C
o
d
巴]，
the 
effect 

(
 a
 )
 

拍

of 
[the 
Uniforrn 

C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 Code] 
m
a
y
 b
e
 varied 
b
y
 agreement. 

主t

T
h
e
 obligations 

of 
g
o
o
d
 faith，
 diligence，

 reasonableness 
and 
care 
prescribed 

b
y
 
[the 
Uniforrn 

C
o
m
m
e
r
c
i
a1 

、‘，，，
b 
( 

1hE 

dq 

Code] 
m
a
y
 not 
b
e
 
disclaimed 

b
y
 
agreement. 

T
h
e
 
parties
，
 by
 
a
g
r
e
e
m
巴nt
，
m
a
y
 
deterrnine 

the 
standards 

b
y
 

土包

w
h
i
c
h
白
巴
perforrnanc

巴
of
those 
obligations 

is 
to 
b
e
 
measured 

if 
thos
巴
standards

紅
巴
not
manifestly 

unr
巴
a-

1~ 

sonable. 
W
henever 
[the 
Uniforrn 

C
o
m
m
e
r
c
i
a1 
Code] 
requires 
an 
action 
to 
b
e
 taken 
within 
a
 reasonable 

time
，
 

者ヨト
守
受
ー

a
 time 
that 
is 
not 
manifestly 

unreasonable 
m
a
y
 b
e
 fixed 
b
y
 agreement. 

U
C
C
 Prior 

~
1
-
2
0
1
(
1
9
)

“
G
o
o
d
 
f
;
創
出
"
m
e
a
n
s
 honesty 

in 
fact 
in 
the 
conduct 
or 
transaction 

concemed. 
(
巳
)

(
ロ
)
U
C
C
 Revised 

~
1
-
2
0
1
(b)(20)

“
G
o
o
d
 
faith
，" 
except 
as 
otherwise 

provided 
in 
Article 
5
，
 me
a
n
s
 honesty 

in 
fact 

and 
the 
observance 

of reasonable 
c
o
m
m
e
r
c
i
a1 
standards 

of 
fair 
dea1ing. 

さ
主
'
~
尽
蟻

1
!悪
C
l
握
宕
{
酬
醇
~
W

士トz<lll!)g~総穏t1l1<C
刑
判
曜
会
}
号
事
掃
な
総

11!悪
c
t
W
~総-'Jl@:

υ
品主
4叫
栴
C
Ll
ewellyn 

(
ご
)
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巳
)

v
-
'
同
倒
れ

J心
P
。
酎
宕
橿
轍
哨
掛
e
捌
そ

1ァG'
~
4
宍
~
4
!
回
心
、
ρ

G'
AJ

.-Jν
エ
~
~
込
，
A
m
e
r
i
c
a
n
 
B
a
r
 
Association's 

Section 

of 
Corporation，

 Banking 
and 
Business 

L
a
w
 会
♂
G
'

iÞ
-
ト
者
詔
出

';~f~tく
て
-
>
入
当
，
G
o
o
d
 Faith ~

同
i剖
￥

Ill-11返

6
:l;:士
r
{
H
J
 -\
J
'
摺

EEEl
o
'
濯
ぷ
《
ロ
割
宕
恒
輔
欄
耕
ヤ

{l!:!~臨
J
'
t
語1lf
-r r
{
H
 J
 -¥J 
G
'
困
難
￥
t
J
G
'
会'I'(J

1ぱ
設
~
-
%
，
Ç
ì
い
，
1
起
右

{l!:!i時
~
-
R
-
<
.
.
0
紳
届
宕
瑚
耕
会
)
亙
:
鑑
.
-
J
'
省
長

1
1
l
悪
~
猿
K
，
.
-
J
~
O
American B

a
r
 association 

Report 01 Committee 
o
n
 
the 
Pro-

posed 
Commercial 

C
o
d
e
，
 6
 Bus. 
L
a
w
.
 
119 
(1
951). 
<!.r-@G'lU)gi縦揺{1!K

G'{l!:!暗部
e
側
回
当
'
総
1
!悪
e
部
同
な
お
会

t
-
"
地
G
'
~
製
耳
~
~
:
:
:
E
-
r
尚
早
電
側
(Prior!i
1-301
，
 Revised!i

1-105) 
-\J-\J-，4)~' 

-，4) 
Çì-\J-，4)細H

<
~
苦
闘
回
G
'
~
-
\
J
0
早
ノ
母
子
。

心
れ

J-i二ν
エ
~
0
 Sepinuch

，
 Me
a
d
o
w
s
，
 Ha
k
e
s
，
 th
巴
Uniform
Commercial 

C
o
d
e
 
Survey: Introduction，

 5
7
 Bus.Law. 

1667 
(2002) 

U
C
C
 Prior 
!i2
-
1
0
3
(1
)(b)
“G
o
o
d
 fai
白
m
白
巴
case
of a
 merchant 

m
e
a
n
s
 
honesty 
in 
fact 
a
n
d
 the 
observance 

of 
reasonab1e 

commercial 
standards 

of fair 
d
e a1
ing 
in
仕
le
仕
ade.

“merchant" G' {l!:!~帯
以
0
エ
ν
さ

P

U
C
C
 Prior 
!i2
-
1
0
4
 
(1)“
Merchant" 

m
e
a
n
s
 a
 person 
w
h
o
 dea1s 
in 
goods 
of the 
kind 
or 
0
由
巳
:rwise
b
y
 his 
oc-

cupation 
h01ds 
himself 
out 
as 
having 
k
n
o
w
l
巴dge
or 
skil1 
particu1ar 

to 
the 
practices 

or 
goods 
involved 

in 
the 

transaction 
or 
to 
w
h
o
m
 such 
knowledge 

or 
ski
l1 
m
a
y
 b
e
 at
凶
buted
b
y
 his

巴m
p
1
0
y
m
e
n
t
of 
an 
agent 
or 
broker 

or 
other 
intermediary 

w
h
o
 b
y
 his 
occupation 

holds 
himself out 

that 
as 
having 
such 
knowledge or 

ski l1. 

主張
11!鐸
限
阻
止
。
ェ
ν
t
i
'
1
1
0
0
1
社
総
1
!
寒
封
同
~
社
小
摺
《
ロ
畿
岡
両
6
'
1
1
0
0
1
1
1
社
総
11!悪
途
同
込
時
三
子
，
J..1 
G' 

神
様
-
¥
J

-，4)t侭ft-G'~トトミ?G'
1側
臥
込
寝
吋
必
与
1410

Rivised 
!i2
-
1
0
3
(1) 
(j) 
(2003)
“G
o
o
d
 faith" 
m
巴ans
honesty 
in 
fact 
and the 
observanc

巴
of
reasonable 

c
o
m
m
e
r
-

cial 
standards 

of fair 
de a1ing. 
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(
花
)

第
五
編
(
信
用
状
)

で
は
主
観
基
準
の
み
を
採
る
が
、
一
九
九
五
年
の
第
五
編
改
正
に
お
い
て
客
観
基
準
が
加
え
ら
れ
な
っ

た
理
由
に
関
し
て
、
よ
り
狭
い
基
準
が
「
独
立
の
原
則
合
足
品
開
E
S
E
E
R室
町
)
」
、
「
厳
格
な
合
致
(
目
E
2
8
B
Z
S
B
)
、

「
排
斥
(
望

mmzag)」
等
の
信
用
状
に
特
有
の
義
務
の
履
行
に
適
用
さ
れ
る
テ
ス
ト
を
補
強
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

C
のの

2
1
5
N
S
(斗
)
自
民
・
凶
-M
回

国

C
・F
-
〉
-Ec--品目

(
H
3
3・
上
記
の
各
テ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、

U
C
C第
五
|
一

O
八
条
(
発

行
者
の
権
利
と
義
務
)
お
よ
び
第
五
|
一

O
九
条
(
詐
欺
と
偽
造
)
を
、
ま
た

p
g
g
H
巧
E
R
h昨
河
内
)σ
目
見
∞
・

E
B
E
g
-

C
Z
H明
。
河
冨
(
リ

2
告
白
河
内
宮
戸
内
。
ロ
開

2
・M
C

由
同
$
。
l
弓∞(凶

p
a
J
d〈町田門
M
。。。)

を
参
照
。

(
打
)

岡山
g
S
8
5
0
2
3
0
8
E
)
え
の
S
R
E∞
官
。
凶
(
呂
、
川
市
町
)
g
B
B
B門
担
・
宮
町
民
呂
町
四
回
。
で
ば
。
。
仏

E
P・3

同
注
解
は
、
C
の
の
】
M
E
2

2
l
N
S
(
苫
)
お
よ
び
句
の
の
司
氏
。
『
也
l
H
8
2
)
(
σ
)を
引
用
し
た
後
、
「
『
信
義
誠
実
』
の
語
句
は
様
々
な
文
脈
で
用
い
ら
れ
、
そ

の
意
味
は
文
脈
に
よ
っ
て
変
わ
る
」
と
し
て
い
る

O
R

(
市
)

閉山町田宮件。
5
0
Z
3
0
n。
口
弘
)
。
州
内
。
E
g
n
Z
ゆ一N
O
凶(同喝、判明出
)
n
o
B
B
n
R
n・。。。【日開白ロ
F
E
ロ開明。色白位。回・

主
〉
冨
開
一
自
の
〉
Z
岡
、
〉
者
盟
有
司
C
叶
開
目
。
内
田
一
U
E
O∞
品
∞
。
(
同
ョ
。
)
・

(
乃
)

(
初
)

町民・同門品。。・

(
剖
)

吉
田

B
Sは
、
「

(
U
C
C
の
信
義
誠
実
の
)
一
般
的
義
務
は
、
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
二

O
五
条
の
直
近
の
祖
先
言
。

の

-
2
2円
2
8田門
g
-
E円四回。江司)

(
位
)

で
あ
る
」
と
い
、
っ
。
∞
ロ
S
E
R
p
h苦
言
回
。
R
U
∞温同門∞ロ・

U
C
C
の
基
調
を
な
す
目
的
と
方
針
は
、

a.
商
取
引
を
規
律
す
る
法
を
単
純
化
、
明
確
化
、
現
代
化
す
る
こ
と
、

b
.
慣

習
・
慣
行
や
当
事
者
の
合
意
を
通
じ
て
商
取
引
実
務
の
継
続
的
な
発
展
を
図
る
こ
と
、

c.
異
な
る
法
域
聞
の
法
を
統
一
す
る

こ〉)、

(
お
)

で
あ
る
o
d
n
η
2
1
5
N
(
M
)
(
Cのの
2
1
5凶(印
)(N。
2))・

U
C
C自
体
が
、
い
く
つ
か
の
選
択
肢
を
用
意
し
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
採
択
す
る
の
か
を
各
州
に
委
ね
て
い
る
規
定
も
あ
る
。

(
制
)

U
C
C
は
、
制
定
以
来
幾
度
も
改
正
・
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

一
九
九
O
年
以
降
だ
け
を
見
て
も
、

一
九
九
O
年
に
第
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A
編
第
三
編
、
第
四
編
、

一
九
九
四
年
に
第
八
編
、

一
九
九
八
年
に
第
九
編
、
第
七
編
、
二
O

O
一

一
九
九
五
年
に
第
五
編
、

年
に
第
一
編
、
二
O
O
二
年
に
第
三
編
、
第
四
編
、
二
O
O
三
年
に
第
二
編
、
第
二
A
編
が
修
改
正
さ
れ
て
い
る
。

(
部
)

ア
メ
リ
カ
に
あ
っ
て
伝
統
的
に
大
陸
法
を
法
の
基
盤
と
す
る
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
は
、
第
二
編
売
買
、
第
二

A
編
リ
l
ス
、
第
六

編
企
業
財
産
包
括
譲
渡
以
外
の
各
編
は
採
択
し
て
い
る
。
各
州
の
採
択
状
況
に
つ
い
て
は
、

-
C・F-〉
-
C
E
r
5
9
5
5
2
3
-

Q
骨
三
M
O
宰

E
3・
F吋
g

m

E

N

C

C
ム
I
M
C
O
凶
)
を
参
照
。

一
九
五
三
年
に
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ア
ニ
ア
州
で
最
初
に
採
択
さ
れ
た
後
、
商
業
の
中
心
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
採
択
が
待
た

れ
た
が
、
同
州
の
法
改
委
員
会
の
三
年
に
及
ぶ
検
討
の
結
果
、
大
幅
な
修
正
な
し
に
は
採
択
す
べ
き
で
な
い
と
の
結
論
が
出
さ

れ
た
の
を
受
け
、

U
C
C
の
編
纂
委
員
会

(
E
E忌
-
一
九
五
二
年
版
に
数
多
く
の
修
正
を
施
し
た
一
九
五
七

(
部
)

開。由同門田)
l土

年
版
公
式
テ
キ
ス
ト
を
公
表
し
、

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
が
こ
れ
を
採
択
し
た
。
そ
の
後
、

一
九
六
O
年
ま
で
に
、
ケ
ン
タ
ツ

一
九
六
一
年
に
八
州
が
、

キ
l
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
、
ニ
ュ

l
ハ
ン
プ
シ
ャ
l
、

一
九
六
二
年

ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
の
四
州
が
、

に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
を
含
む
四
州
が
、

一
九
六
四
年
に
一
州
が
、

一
九
六
五
年
に
一
三
州
が
、

一
九
六
三
年
に
一
一
州
が
、

九
六
六
年
に
五
州
が
採
択
し
、

一
九
六
八
年
ま
で
に
、
四
九
州
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
と
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
諸
島
で
採
択
、
施
行
さ

れ
て
い
る
。
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
は
一
九
七
四
年
に
一
九
七
二
年
版
公
式
テ
キ
ス
ト
の
第
一
、
三
、
四
、
五
、
七
、
八
編
を
一
九
八

八
年
に
第
九
編
を
採
択
し
た
。
宮
口

g
H
当
E
B
待
問
。
σ
虫
∞
・
∞
ロ
B
E
g
-
C
Z明
o
m
z
。
。
冨
冨
開
列
。

FHL
の
。
口
開
凶
l
品

(凶門司同刊仏・ンモ町田門
M
。。。)・

(
釘
)

C
の
の
蜘
H
l
N
C
凶(-。凶∞)咽』豆、『む口。宮司法
w-

C
の
の
ゆ
H
O
I
-
C
M

参
照
。

二
O
O
二
年
の
改
正
で
「
流
通
証
券
」
と
改
め
ら
れ
た
。

(∞∞) 

(
鈎
)

(
卯
)

宅
E
g
h
w
∞Z
S
E
O
H
p
h
宮
、
遺
言
問
。
∞
m
r
m
w
丹、司・
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o
d
 Faith 
in 
Contract P
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O
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A
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O
N
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民
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L
A
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153
，
 155 
(Jack 
Beatson 

&
 Daniel 
Friedmann 

eds.
，
 Oxford Univ.Press 

1995). 

E. 
Allan 
Farnsworth

，
 Go
o
d
 Faith 
P
eゆ
rrnance
a
n
d
 Commercial Reasonableness 

U
n
d
e
r
 the 
Uniforrn 
C
o
m
m
e
r
-

(
~
)
 

cial 
C
o
d
e
，
 30
 
U. 
C
h
i. 
L. 
Rev. 
6
6
6
 
，
 67
0
-
6
7
1
(1
963) 

(
穏
や
叶
叫
揺
)
r
ト
ス
::---1そ
撰
1
i極土自宅ま.1

1
 Hく
回
(
*
聖
堂
#
・

1
~
~
g
r
持
)
。

。
ト

lト
ト
土
ι

「\
4
マ
-
~
.
rく
ム
一
入

(
包
)

(
苫
)
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即
n
Twining，

 K
A
R
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Y
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N
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H
E
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